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北アルプス広域連合 平成２９年８月定例会会議録 

 

平成２９年 ８月２３日 

開会 午前１０時００分 

 

○議長（勝野富男君） おはようございます。ただいまから、北アルプス広域連合議会平成２９

年８月定例会を開会いたします。 

本日の出席議員は、１８名全員であります。 

  よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

  続いて、理事者等の欠席、遅参等については、事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 報告いたします。副連合長の小谷村の松本村長が公務出張のため本

日欠席をしております。代わりに荻澤副村長が出席をしております。そのほか、正副連合長、

監査委員は全員出席をしております。 

以上でございます。 

○議長（勝野富男君） それではこれより、本日の会議を開きます。 

 

  日程第１「会議録署名議員の指名」 

○議長（勝野富男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、連合議会の会議規則第１０９条の規定により、議長において、４番大和

幸久議員、５番松島吉子議員を指名いたします。 

 

  日程第２「会期の決定」 

○議長（勝野富男君） 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

本８月定例会の会期と議会運営につきましては、去る８月１６日に議会運営委員会を開催し、

ご審議を願っておりますので、議会運営委員長に報告を求めることといたします。 

議会運営委員長。 

〔議会運営委員長（那須博天君）登壇〕 

○議会運営委員長（那須博天君） おはようございます。去る８月１６日、議会運営委員会を開

催し、本８月定例会の会期日程等について審議をしておりますので、審議の概要についてご報

告いたします。 

本定例会の会期は、本日８月２３日と明日２４日の２日間であります。 

本定例会に付議されております案件は、決算案件６件、予算案件６件の計１２件でございま

す。 

  決算認定案件は、一括して提案理由の説明を行った後、監査委員から監査報告をいただき、

質疑を行います。 

  各議案につきましては、委員会に付託し、審査を経て委員長報告、質疑、討論を行い、採決

を行うことといたしました。 
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  また、２日目の本会議終了後に、全員協議会の開催を予定しております。議会運営委員会で

は、これを了承しております。 

  審議の概要は以上であります。他の議員に補足がございましたらよろしくお願いいたします。

以上報告いたします。 

○議長（勝野富男君） ただいまの議会運営委員長の報告に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ここでお諮りいたします。 

  本定例会の会期等につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日８月２３日から明日

８月２４日までの２日間とし、議会運営につきましても、報告どおり決することにご異議ござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日と明日の２日間と決定をいたしました。 

 

  日程第３ 広域連合長のあいさつ 

○議長（勝野富男君） 次に、日程第３｢広域連合長のあいさつ｣を受けることといたします。 

広域連合長。 

〔広域連合長（牛越徹君）登壇〕 

○広域連合長（牛越徹君） おはようございます。本日、ここに広域連合議会８月定例会が開催

されるにあたり、一言ごあいさつを申し上げます。議員各位には何かとご多用の中にもかかわ

らず、ご参集いただき、厚く御礼申し上げます。 

 先月、内閣府が発表しました月例経済報告によりますと、我が国の景気は、緩やかな回復基

調が続いているとされ、先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善が続く中、各種政策の

効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、海外経済の不確実性や金融

資本市場の変動の影響に留意する必要がある、としております。 

先月から、「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」をキャッチフレーズに始まりました信

州デスティネーションキャンペーンでは、当圏域におきましても、山の日と連携した各種イベ

ントや主要駅での振舞い等の歓迎行事が展開されておりますが、夏の観光シーズンにおける全

国からの集中的な誘客により、力強い地域経済の回復を期待するところでございます。 

 一方、共同通信社が全国の地域シンクタンクや金融機関を対象に実施した景気動向のアンケ

ート調査によりますと、景気が改善傾向を見せる中、特に地方においては人材確保に苦しむ状

況が顕著になっているとの報道がありました。 

総務省がまとめた都道府県別の移住に関する相談件数は、長野県が２年連続で第１位となり

ましたが、自然の豊かさや大都市圏からのアクセスの良さを活かして、北アルプスの麓で暮ら

す魅力を一体的に発信する、連携自立圏による移住交流の取組みなどを通じ、働き盛りの世代

を含め定住人口の確保にいっそう努めてまいります。 

以下、当面する主な事業の取組み状況について申し上げます。 
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はじめに、北アルプス連携自立圏事業について申し上げます。 

圏域５市町村では、連携協約を締結して連携自立圏を形成し、昨年度から、福祉をはじめ、

移住交流、若者交流・結婚支援など４つの分野で連携事業に取り組んでまいりました。 

本年度におきましては、広域連合が主体となって圏域市町村との調整を図り、新たに広域観

光や就労支援、健康づくり、公共施設の利用促進の４分野４事業を加え、８分野 17 事業に取り

組むこととしております。 

新たな事業としましては、広域観光では、信州まつもと空港を利用し九州方面からの旅行商

品を新たに造成する旅行会社に対し、広告宣伝経費等の一部を助成することとし、６月下旬に

福岡等の旅行代理店を訪問して、当地域の観光の魅力をＰＲするとともに、助成事業の周知を

図る広報活動を展開いたしました。事業者からは助成内容についての問い合わせも寄せられて

おり、新たな秋冬の旅行商品の造成促進により当圏域への誘客強化に努めてまいります。 

就労支援につきましては、ハローワーク等と連携して５月に開催した新規学卒者等を対象と

する企業説明会では、地元新聞に広告を掲載するなど周知を図り、来春卒業予定の高校生を含

む学生７１人と地元企業２７社の参加の下、圏域内への就職に向けた学生等と企業の面談を実

施いたしました。 

また、医療・福祉分野の健康づくりにつきましては、９月に北部地域を対象としてがん検診

の啓発をテーマに、１１月には南部地域で糖尿病をテーマにそれぞれ講演会を開催し、健康づ

くりに対する意識の高揚と普及に努め、圏域住民の健康長寿の実現を図ることとしております。 

公共施設の利用促進に関しましては、図書館の相互利用について、各市町村の図書館の利用

規則の改正等、所要の準備が整いましたことから、１０月から圏域内市町村の図書館の相互利

用を開始し、利用者へのサービスの拡充と図書資料の有効活用に努めてまいります。 

次に、北アルプス広域葬祭場について申し上げます。 

北アルプス広域葬祭場は、平成２５年度から指定管理者制度を導入し運営してまいりました

が、指定管理期間の最終年度にあたり、本年度、総合評価を行いました。経費面では、この５

年間で指定管理料を２５．６パーセント削減することができ、また、運営面では、指定管理者

において、民間のノウハウを活かし、県内で受注している他の葬祭場と連携し職員研修を実施

するとともに、緊急時における相互の支援ネットワークを築くなど、利用者サービスの維持・

向上が図られております。また、地元雇用など地域への貢献度も高く、利用者アンケートから

は高い満足度が窺えることから、概ね良好に運営されているものと評価したところでございま

す。年度後半には、次期指定管理者の選定を行う必要がありますことから、選定審査会の運営

に要する経費を補正予算に計上しております。 

  次に、一般廃棄物処理施設整備の進捗状況について申し上げます。 

北アルプスエコパークにつきましては、来年８月の本稼働まで残すところ１年となり、現在、

焼却施設の建築工事とプラント工事を進めております。建築工事では、建物３階部分の地上 

１５メートルまでの鉄骨工事を進めるとともに、プラント工事では、機械設備の設置に必要な

躯体を構築する架構工事のほか、焼却炉などの機器を順次搬入し、設置作業を進めております。

引き続き安全管理に細心の注意を払い、工事の進捗を図ってまいります。 

大町市と白馬村に整備を予定しておりますリサイクル施設につきましては、６月に実施設計
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業務を発注し、建設工事に向けた詳細設計を進めております。 

このうち、白馬リサイクルセンターの建設工事につきましては、造成工事発注に向け、許認

可申請の準備を進めておりましたところ、建設予定地が約９０名の共有地であり、地権者全員

から同意を得るため、相続関係を含め権利者を確定する必要があることが判明しましたことか

ら、本年度予定しておりました造成工事及び建設工事につきましては、この事務が完結するま

での間、延期することといたしました。 

なお、ごみ処理広域化が始まる来年８月以降、２村の住民の皆様にご不便をお掛けすること

がないよう、現在の白馬山麓清掃センターの施設を使用して可燃ごみや資源物などの受け入れ

を行う方向で検討を進めてまいりたいと考えております。 

詳細につきましては、明日開催されます全員協議会におきましてご説明申し上げることとして

おります。 

次に、消防関係について申し上げます。 

本年度の火災発生状況につきましては、７月末までに９件の火災が発生しており、そのうち

６件が建物火災となっております。昨年同期と比較して、火災件数では３件、建物火災は５件、

それぞれ減少しており、これらの減少の要因としましては、地域住民の火災予防意識の向上に

よるものと考えております。広域消防本部といたしましても、市町村消防団をはじめ関係機関

とのいっそうの連携の下、火災予防に努め、住民の安全確保を図ってまいります。 

  救急出動につきましては、２，１５１件となり、昨年より１７１件の増となっております。

高齢化が進むなか、救急車の出動要請が増加しておりますことから、救急車の適切な利用に向

けた啓発や、救急車が到着するまでにできる応急救護措置の普及に努めてまいります。 

次に、介護老人保健施設虹の家について申し上げます。 

８月１日現在、施設入所者延べ５，８８６人 、１日平均４８．２人、通所利用者延べ 

１，５５０ 人、１日平均１８．７人の方が利用されております。前年同期と比較して、入所は

約６００人、通所は約１００人の増となっております。 

本年２月から虹の家の経営改善について検討を重ねていただいてまいりました介護老人保健

施設運営検討会における検討結果を、７月１２日に報告書としてご提出いただきました。この

報告に基づく具体的な改善計画を策定するため、大町病院、虹の家、及び広域連合事務局で組

織する「虹の家業務改善委員会」を設置し、本年度中に計画を策定してまいります。 

なお、７月２０日には冷温水機の交換工事が完了し、利用者の皆さんには、過ごしやすい快

適な環境の下でご利用いただいているところでございます。 

老健施設を取り巻く環境は大きく変わってきておりますが、地域の皆様に信頼される老健施

設としての役割が果たせますよう努めてまいります。 

次に、介護保険事業について申し上げます。 

まず、介護保険制度の改正に関しましては、今月より施行されました高額介護サービス費の

支給区分限度額の見直しについて、６月から構成市町村と連携して制度改正の周知を図ってま

いりました。今月発行の介護保険広報紙「井戸端かいご」にも記事を掲載いたしますほか、対

象となる方への丁寧な説明に努めてまいります。 

介護サービス基盤の整備につきましては、大町市に整備される特別養護老人ホームが、７月
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に着工され、来年３月の竣工に向けて工事が進められております。 

介護保険事業の運営につきましては、平成３０年度を初年度とする７期介護保険事業計画の

策定を進めるとともに、本年度新たに開始いたしました介護予防・日常生活支援総合事業につ

きまして、生活支援体制の整備等を進めているところでございます。 

次に、平日夜間救急医療について申し上げます。 

平日夜間小児科・内科急病センターの本年４月から先月末までの４か月間の利用状況は、診

療日数９９日、受診者延べ１６８人で、前年同期と比較して２人、１．２パーセントの増とな

っており、また、受診者のうち小児患者は９１人で、全体の５４．２パーセントを占めており

ます。 

急病センターの運営につきましては、昨年度２回、運営協議会を開催して利用の促進等につ

いてご協議いただき、利用者の増加に向け、いっそう周知を図るようご提言いただきました。

これを受け、本年度、急病センターの位置情報をカーナビへ搭載するよう申請するとともに、

カードサイズの配布用チラシの製作を進めております。 

なお、急病センターを開設しておりますフレンド・プラザ内のトイレの便座が現在、暖房化

されておらず、利用者に不便を来しておりますことから、これを改善するため、施設を所有す

る大町市と協議のうえ、市が行う予定の改修工事に併せ実施することとし、負担金を補正予算

に計上いたしました。 

次に、養護老人ホーム鹿島荘関係について申し上げます。 

鹿島荘の措置入所者につきましては、昨年の後半から死亡等に伴う退所が続き、４月には 

４６人まで減少しましたが、市町村担当部署との調整により、今月１日には定員の５０人を確

保しております。入所者の高齢化や身体の状況から今後も退所が予想されますことから、引き

続き市町村との連携強化に努めてまいります。 

ひだまりの家では、入所定員の９人が入所しておりますが、本年３月に大町市内に同様の施

設が開所しましたことから、待機者の状況等の把握に努め、退所時における入所者の確保を図

ってまいります。 

鹿島荘及びひだまりの家は、ともに入所者の高齢化がいっそう進んでおりますことから、衛

生管理と安全管理に十分注意を払い、利用者の皆さんが明るい家庭的な環境の下、日常生活を

営むことができますよう努めますともに、入所者の確保に取り組んでまいります。 

以上、主な事業の取組み状況について申し上げました。今後も引き続き、圏域の発展と住民

福祉の増進に取り組んでまいりますので、議員各位並びに住民の皆様のご理解、ご協力を賜り

たいと存じます。 

本定例会にご提案申し上げます案件は、決算案件６件、予算案件６件の合計１２件でござい

ます。それぞれの議案につきましては、上程の際に説明申し上げますので、よろしくご審議の

程お願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

  日程第４「議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決」 

○議長（勝野富男君） 次に、日程第４「議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決」
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を行います。 

  はじめに、議案第２０号から議案第２５号までの６議案は、いずれも平成２８年度の各会計

の歳入歳出決算の認定を求める議案であります。 

  この取り扱いについてお諮りをいたします。 

議案第２４号から議案第２９号までの６議案を一括して議題とし、順次説明を受けた後、各

議案についてそれぞれ質疑を行い、各常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように取り扱ってまいります。 

それでは、議案第２０号から議案第２５号までの６議案について、提案理由の説明を求めま

す。 

事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました、議案第２０号から議案第２５号までの

６会計の歳入歳出決算につきまして、順次ご説明申し上げます。 

予算執行に伴う行政実績及びその成果につきましては、お手元に配付しております、主要な

施策の成果説明書に記載しておりますので、併せてご覧いただきたいと存じます。 

それでは順次、ご説明申し上げます。 

議案第２０号 平成２８年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算について、ご説明を

申し上げます。 

３ページ、歳入の最下段、決算額は、１６億９，４６９万３，７７１円、前年度比１８．４

パーセントの増でございます。５ページ、歳出の決算額は、１６億６，５４０万３，３８９円、

前年度比２３．４パーセントの増となっております。 

６ページの歳入歳出差引残額は、２，９２９万３８２円となり、翌年度への繰越しとなりま

す。 

８ページの歳入から、主な内容についてご説明を申し上げます。 

款１、分担金及び負担金１４億１，９９１万３千円は、前年度比５．９パーセントの増とな

っております。 

項１、目１市町村負担金１３億９，９００万３千円は、広域経常費、情報化推進費、福祉施

設等建設事業費、ごみ処理広域化推進費、常備消防費などに伴う負担金でございます。 

１０ページ、１１ページをご覧ください。 

款３、項１国庫補助金は、目１として当年度の循環型社会形成推進交付金４０６万４千円、

目２１として繰越明許費循環型社会形成推進交付金４，２３３万５千円で、エコパーク建設に

対する補助金でございます。 

１２ページ、１３ページをご覧ください。 

款６、項２、目１ふるさと市町村圏事業特別会計繰入金８，７６０万円は、大北福祉会館耐

震・大規模改修事業に充当したものでございます。 

款７繰越金では、前年度繰越金と、２７年度からの繰越明許費繰越金は一般廃棄物処理施設
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建設事業に伴うものでございます。 

款８、項１、目１雑入では､節２消防費雑入１,０４１万７９７円のうち主なものは、長野県

消防防災航空センター派遣職員１名分の人件費でございます。 

款９，項１、連合債では、目１総務債、３，１９０万円は、大北福祉会館耐震・大規模改修

事業の起債であり、目２、消防債５８０万円は、長野県防災行政無線更新事業の起債で、とも

に緊急防災・減災事業債を充てており、元利償還金に対して交付税措置がございます。 

飛びまして、１６ページをご覧ください。 

歳出でございます。 

款１議会費は、議会定例会４回の開催に伴う経費でございます。 

款２総務費では、項１、目１一般管理費６，２３８万８，３９３円は、主には職員７人の人

件費と事務経費でございます。 

１８ページをご覧ください。 

目２財産管理費は大北福祉会館の維持管理に係わる経費であり、主なものは、節１３委託料、

大北福祉会館耐震・大規模改修工事施工監理業務委託料ほかで３８０万３，５４４円、節１５

工事請負費は同工事で１億４，０８５万３，６００円でございます。 

目３情報化推進費７，６１６万８，１７８円は、市町村及び広域連合が共同利用する基幹系

システムほか５つのシステムに係る経費であり、節１４使用料及び賃借料ではシステムリース

料が主なものでございます。 

２０ページをご覧ください。 

目４観光振興費５３２万６，１５２円は、プレＤＣ観光ＰＲ事業として、特急スーパーあず

さ号等にポスターを掲出した広告料等でございます。 

目５企画費は補正減とし、目２１繰越明許費企画費において連携自立圏地域活性化調査研究

事業として、地域おこし講演会を開催しております。 

款３、項１、目１福祉施設等建設事業費は、節１９負担金補助及び交付金では、認知症高齢

者グループホーム「ほっとハウスときわの家」整備に対する建設補助であり、節２８繰出金は、

特別養護老人ホーム高瀬荘改築事業、ライフ、白嶺増床事業への補助に伴い、２３年度から 

２４年度にふるさと市町村圏基金からの借り入れに対する償還金で、ふるさと市町村圏事業特

別会計へ繰り出したものでございます。 

２２ページをご覧ください。 

目３障害支援区分認定審査会費では、審査会１２回、１３８件の判定を行っております。 

目４高齢者福祉費９０４万８，６００円は、節２８繰出金で、低所得者に対する保険料軽減

の負担分で介護保険事業特別会計へ繰り出すものでございます。 

款４衛生費は３億５，１１２万２，５４７円で、前年度比２９１．８パーセントの増となっ

ております。 

項１、目１葬祭場費では、指定管理による運営の４年目であり、２８年度では人体５８１体、

動物３２２体の火葬業務に係る経費と、節１５工事請負費では動物炉の煉瓦全面積替えほかを

行ったものでございます。 

目２ごみ処理広域化推進費１億９，４２５万９，４３６円の主なものは、節１から節４では、
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嘱託専門員１名と職員２名分の人件費。 

節１３委託料では、一般廃棄物処理施設建設に係る施工監理業務のほか、調査等業務として、

環境測定計画策定業務、リサイクル施設の基本設計業務であります。 

節１４使用料及び賃借料では、建設用地及び仮設駐車場用地の賃貸借料でございます。 

節１５工事請負費は、北アルプスエコパークの建設工事に係る費用でございます。 

２４ページをご覧ください。 

節１９負担金補助及び交付金では、長野県からの自治法派遣による職員分の負担金及び北ア

ルプスエコパークの水道管布設負担金で、節２２補償補填及び賠償金では、建設用地として賃

貸借した土地の立木補償でございます。 

目２１繰越明許費ごみ処理広域化推進費１億円につきましては、節１５工事請負費として、

昨年度から実施しております、北アルプスエコパーク建設工事費用でございます。 

項２、目１保健衛生費は、節１３委託料では、在宅当番医制事業を大北医師会へ、在宅歯科

当番医制事業を大北歯科医師会へ委託し実施したものであり、節１９負担金補助及び交付金は、

病院群輪番制病院運営事業補助金であり、２次救急として重症救急患者の医療を確保するため

に、輪番制で行っていただいております、大町総合病院とあづみ病院へ運営費の一部を補助し

ているものでございます。 

款５、項１、目１常備消防費は、８億５，９５２万２，４７３円、前年度比０．８パーセン

トの減となっております。 

節２から節４は職員９３名分の人件費に関わるものでございます。 

節１１需用費では、職員被服貸与品、救助救急関係消耗品、車両関係等の消耗品及び燃料費

でございます。 

２６ページをご覧ください。 

節１３委託料では、消防救急活動に不可欠な通信設備である、デジタル無線設備や指令セン

ター設備の保守点検業務委託のほか、本部庁舎外壁改修工事に係る業務委託など、節１５工事

請負費では、消防本部庁舎外壁改修工事であり、節１８備品購入費では、大町署の査察広報車

を更新したものでございます。 

節１９負担金補助及び交付金では、長野県防災行政無線設備更新工事に伴う経費負担、救急

救命士研修所受講負担金、県消防学校への入校負担金が主なものでございます。 

款６土木事業費は５，０７４万１，６１４円で、前年度比４７．９パーセントの増となって

おります。 

節１から節７は、職員２名、臨時職員３名分の人件費。節２６積立金は、事業費の確定に伴

い、土木事業基金に積み立てるものでございます。 

款７公債費８，２８２万１，５５７円は、消防施設整備事業のほか広域連合債の元金と利子

の償還金７件分であります。なお、起債の明細は、３６、３７ページに記載しております。 

以上、款項目別に主な内容をご説明申し上げました。 

３１ページの実質収支に関する調書の繰越明許費繰越額は、南部消防署浄化槽改修事業費で、

年度内の完了が困難なことから２９年度へ事業を繰り越したものございます。 

３２、３３ページには財産に関する調書、３４、３５ページは事業ごとの財源内訳、３６、
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３７ページには連合債の内訳、また３８ページには事業費ごとの市町村負担金の集計表を記載

したものでございます。ご覧いただきたいと思います。 

以上で、一般会計の説明を終わります。 

続いて、議案第２１号 平成２８年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳

入歳出決算について、ご説明を申し上げます。 

決算書は４０ページからでございます。主要な施策の成果は１９ページからでございます。 

４１ページ、歳入の最下段、決算額は１億２，３０９万２，７０５円、前年度比２３９．２

パーセントの増。４３ページ、歳出の決算額は１億１，９７１万７２７円、前年度比 

２７２．８パーセントの増となっております。その結果、４４ページでございますが、歳入歳

出差引残額は３３８万１，９７８円となり、翌年度へ繰越しとなります。 

４６ページ、４７ページをご覧ください。 

款１、財産収入１９１万２，１７５円は、ふるさと市町村圏基金５億４，６４０万円の定期

預金などの利子収入であります。 

款２、項１他会計繰入金２，９２４万６千円は、平成２３年度、２４年度に特別養護老人ホ

ームライフ、高瀬荘、白嶺の建設の補助や、鹿島荘改築事業に係る町村へ基金から貸し付けた

額の償還金でございます。 

項２基金繰入金８，７６０万円は、大北福祉会館耐震・大規模改修事業分としてふるさと市

町村圏基金を取り崩し繰り入れたものでございます。 

款３繰越金４１７万７，０３０円は、前年度からの繰越金でございます。 

４８、４９ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１活動事業費９，０６３万４，１２７円は、ふるさと市町村圏基金利息を財源と

した地域振興事業を推進するための事業費であり、節１１需用費は、広域広報誌「北アルプス

遊・交・学」年４回の発行に係る印刷製本費が主なものです。節１９負担金補助及び交付金は、

各市町村の文化イベントなどの地域振興事業へ補助を行ったもの、節２８繰出金は、大北福祉

会館耐震・大規模改修事業の財源として一般会計に繰り出したものでございます。 

目２積立基金費２，９０７万６，６００円は、鹿島荘改築事業などに貸付けた償還金の元金

を基金に積み戻したものでございます。 

５１ページは実質収支に関する調書、５２ページは財産に関する調書となっております。 

以上で、ふるさと市町村圏事業特別会計の説明を終わります。 

続いて、議案第２２号平成２８年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計の歳

入歳出決算について、ご説明申し上げます。 

決算書は５４ページから、主要な施策の成果は２３ページからでございます。 

５５ページ歳入の最下段、決算額は、２億６,５８６万８,９２１円、前年度比５パーセント

の減。５７ページ、歳出の決算額は２億５,８２８万９，７４６円、前年度比２．７パーセント

の減となっております。 

その結果、５８ページの歳入歳出差引残額は７５７万９，１７５円となり、翌年度への繰越

しとなります。 

６０、６１ページの歳入をご覧ください。 
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款１、項１、目１入所療養介護費収入１億３,５１６万７，１６７円は、前年度比０．２パー

セントの減で、延べ利用者数１５,８０１人でございます。 

項２居宅介護費収入４,３０９万８，２０２円は前年度比９．３パーセントの減、目１短期入

所療養介護費収入は、１，２１５万７,８４７円で延べ利用者は１，３４５人でございます。 

契約入所と短期入所の合計利用者は１７，１４６人、利用率は９３．９パーセントとなって

おります。 

目２通所リハビリテーション費収入３，０９４万３５５円は、前年度比２．５パーセントの

減で、延べ通所者４，３３１人、通所利用率は８８．０パーセントとなっております。 

項３目１施設利用料収入４,８３４万２，７９４円は、前年度比１．７パーセントの増、入所

者、短期入所者、通所者の施設利用料でございます。 

収入未済額９万６,６８９円は、本年１月及び３月分の利用者１名で、それぞれ請求を行って

おりましたが、会計年度内に納入されず、本年６月６日に納入済となっております。 

項４特定入所者介護サービス等費収入７９６万６，７８０円は、低所得利用者に対する負担

を軽減するための居住費や食費の補足給付費でございます。 

６３ページをお願いします。 

款２繰越金１，４５４万７２６円は、前年度繰越金でございます。 

款４財産収入７６万９７０円は、虹の家事業基金利子であり、款５寄付金３万７，１９５円

は１法人からの寄付金、款６繰入金１，５１１万８，４２９円は虹の家事業基金繰入金でござ

います。 

６４、６５ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１介護老人保健施設事業費２億５，８２８万９，７４６円は、前年度比２．７パーセ

ントの減となっております。 

節１から節７は職員１３名と看護師、介護補助員など１５名分の賃金など人件費でございま

す。節１１需用費では、施設の光熱水費、燃料費、利用者の食事賄材料費。節１２役務費では、

クリーニング手数料、節１３委託料では、市立大町病院への施設運営委託料で医師、看護師、

理学療法士など１０名分の人件費及び給食委託が主なもので、節１８備品購入費では、機能訓

練用器具の購入が主なものでございます。 

  ６９ページは、実質収支に関する調書、７０、７１ページは財産に関する調書、７２ページ

には歳入の財源内訳を記載しております。 

  以上で、介護老人保健施設事業特別会計の説明を終わります。 

続いて、議案第２３号 平成２８年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算

についてご説明を申し上げます。 

  決算書は７４ページから、主要な施策の成果は２７ページからでございます。 

７５ページ歳入の最下段、決算額は６５億３，５５４万９，７７３円、前年度比１．７パーセ

ントの増、不納欠損額は２１６万２，５８３円、収入未済額は６，２５５万６，８６７円とな

っております。 

７７ページ歳出の最下段、決算額は６５億１，０４１万４，６８８円、前年度比１．６パー

セントの増となっております。 
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その結果、７８ページの歳入歳出差引残額２，５１３万５，０８５円は、翌年度への繰越と

なります。 

  ８０ページ、８１ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１第１号被保険者保険料の収入済額は、１３億４，０６０万５，５９５円であ

り、保険料の不納欠損額２１６万２，５８３円は被保険者の死亡等によるもので、構成市町村

の調査により２４人分を処理いたしました。 

款２、項１、目１市町村負担金は、保険給付費の法定分と総務費などの運営費でございます。 

款４ 国庫支出金１５億４，４０１万７，８０９円のうち、項１、目１介護給付費負担金 

１１億１７６万２，４０９円は、保険給付費の法定負担分でございます。 

項２、目１調整交付金３億７，０８３万５千円は、地域間格差調整のためのもので、保険給

付費に対して、全国平均は５パーセントですが、当広域連合は後期高齢者の割合が高いことな

どから、約６．１１パーセントとなっております。 

８２ページ、８３ページをご覧ください。 

目４ 国庫補助金３０８万６千円は、社会保障税番号システム整備の国庫補助金でございま

す。 

款５支払基金交付金１７億１８３万２８０円は、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の

医療保険からの保険料負担分でございます。 

款６県支出金では、項１、目１介護給付費負担金８億８，５６１万９７９円は、保険給付費

の法定負担分で、項２、目１介護保険事業費補助金１４０万５千円は、社会福祉法人等が行う

利用者負担軽減に対する補助であり、対象者は７７人でございました。 

８４ページ、８５ページをご覧ください。 

款８、項１、目１低所得者保険料軽減繰入金９０４万８，６００円は、低所得者の保険料負

担軽減のための一般会計からの繰入金です。 

８６ページ、８７ページをご覧ください。 

款１０、項１、目１第三者納付金３５８万３，２３３円は、交通事故に係る第三者行為の損

害賠償金６件分であります。 

８８ページ、８９ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１一般管理費１億５，８９９万８，４１７円は、職員６名分の人件費のほか、

節１３委託料は介護保険ソフト保守業務、社会保障・税番号制度システム整備事業等が主な内

容でございます。 

項２、徴収費４７０万２，２５３円は、保険料徴収のための郵送料などでございます。 

項３介護認定審査会費、５，２０７万３，１２０円は、節１報酬が主なものであり、保健･

医療･福祉の有識者３０名が５名ずつ、６グループによる認定審査会を年間１０８回開催し、 

４，０１５件の審査判定を行ったものでございます。 

９０ページ、９１ページをご覧ください。 

目２認定調査等費３，６４９万１，８２２円は、節７、要介護認定調査を行う臨時職員の賃

金８名分と、節１２役務費、主治医意見書作成手数料が主なものでございます。 

項４、目１ 趣旨普及費３０６万６，４３２円は、節１報酬は、利用者と事業所との橋渡し役
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である介護サービス相談員１２名の報酬であり、節１１需用費、印刷製本費では、年３回発行

しております、介護保険広報紙「井戸端かいご」の印刷代等となっております。 

項５、目１計画策定委員会費２８万８，５９６円は、節１、第６期介護保険事業計画作成委

員会の委員報酬が主なものでございます。 

項６保健福祉事業費１，４２５万７，６４８円は、社会福祉法人等による低所得利用者に対

する利用者負担軽減等が主なものでございます。 

９２ページ、９３ページをご覧ください。 

款２保険給付費は、総額６０億６３５万８，６５６円となりました。 

項１、介護サービス等諸費５３億２，０３７万３，０２１円は、要介護１から要介護５の方

が利用された居宅及び施設介護サービスに対する給付費で２．６パーセントの伸びでございま

す。 

９４ページ、９５ページをご覧ください。 

項２介護予防サービス等諸費３億４３３万２，６７６円は、要支援１、２の方が利用された

介護予防サービス給付費で、前年比５．５パーセントの減となっております。 

９６ページ、９７ページをご覧ください。 

項４高額介護サービス等費１億１８７万５，５６１円は、利用者負担が一定額を超えた場合

の給付であり、項５高額医療合算介護サービス等費１,４４７万２，６１６円は、介護保険と医

療保険の利用者負担が高額介護サービス費等を控除してもなお、一定額を超えた場合の給付で

ございます。 

９８、９９ページをご覧ください。 

項６特定入所者介護サービス等費２億５，９０４万６，１４０円は、食費及び居住費につい

て、低所得利用者に対する負担軽減のための補足給付でございます。 

款３、項１、目１給付費準備基金積立金１億１，０３６万６，００４円の主なものは、現年

度保険料１億３９３万円余、過年度県費負担金、４３４万円余、運用利息１６０万円余等を積

み立てたもので、前年度と比較して積立額が増加した主な理由は、国庫負担金、県費負担金、

支払基金交付金が超過交付されたことに伴うものでございます。 

款４地域支援事業費１億９，８１９万４千円は、要介護状態へ移行しないために行う介護予

防、総合相談及び認知症対策、権利擁護等の事業を主に構成市町村に委託して実施したもので

あります。 

１０３ページには実質収支に関する調書、１０４ページには財産に関する調書、下欄の２基

金につきましては、２８年度出納整理期間末現在高は、４億８，２２６万４千円となっており

ます。 

１０５ページでは特別会計の財源内訳を表しております。 

介護保険事業特別会計は、以上でございます。 

続いて、議案第２４号 平成２８年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計 歳

入歳出決算について、ご説明を申し上げます。 

決算書では１０７ページから、主要な施策の成果は３６ページからでございます。 

決算書１０９ページ、最下段、歳入の決算額は、２,０１１万２,１８２円、前年度比 
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１１．６パーセントの増となっております。 

１１１ページ、最下段、歳出の決算額は、１,７１０万８,２４７円、前年度比９．８パーセ

ントの増となっております。 

その結果、１１２ページの歳入歳出差引残額３００万３,９３５円は、翌年度への繰越となり

ます。 

１１４ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１衛生使用料４６７万１４５円は、診療日数２９０日、患者数５９８人の診

療使用料で、前年度比１７．９パーセントの増、平均患者数は１日あたり２．１人でございま

す。 

款２分担金及び負担金１,１６０万１千円は、運営のための負担金でございます。 

款５県支出金１３３万１千円は、小児初期救急医療体制整備事業補助金でございます。 

１１６ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１診療管理費のうち主なものは、節１報酬では、実働４８人の医師の報酬、

節７賃金は、看護師及び医療事務の臨時職員８人分の賃金、節９旅費は、医師の費用弁償、節

１１需用費は、医薬材料費等でございます。 

１１９ページは実質収支に関する調書、１２０ページは財産に関する調書と財源内訳でござ

います。 

以上で、平日夜間救急医療事業特別会計の説明を終わります。 

続いて、議案第２５号平成２８年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計の歳入

歳出決算についてご説明を申し上げます。 

決算書では、１２１ページから、主要な施策の成果は、３９ページからでございます。 

１２３ページ最下段、歳入の決算額は２億６，２７８万９，９９３円、１２５ページ最下段、

歳出の決算額は２億４，８４２万５，７６１円。その結果、１２６ページでございますが、歳

入歳出差引残額は１，４３６万４，２３２円となり、翌年度への繰越しとなります。 

１２８、１２９ページの歳入をご覧ください。 

款１分担金及び負担金１億８，００６万３，７０８円は、市町村から鹿島荘の運営費、改築

事業に係わる連合債並びにふるさと基金借入金の償還に係るものと鹿島荘の事業収入となる生

活短期宿泊事業、老人保護措置費に係る負担金で、生活短期宿泊事業の延べ利用者は１，６７４

人でございます。 

款２、項１、目１ひだまりの家収入２，５３９万９，５５７円は、ひだまりの家利用者９人

分の介護保険対象経費の９割分。目２ひだまりの家施設利用収入１，０７７万４，１０８円は、

介護保険対象経費の１割の利用者負担のほか入所者の施設使用料、光熱水費と燃料代、食材料

費でございます。 

款３、項１、目１県補助金２，８０８万９千円は、太陽光発電設備設置事業の工事請負費及

び管理委託に係る補助金でございます。 

款５、項１、目１鹿島荘繰越金１，３２０万４８円は、鹿島荘分の２７年度からの繰越金で、

目２ひだまりの家繰越金４３４万２，５６７円は、ひだまりの家分の繰越金でございます。 

１３２、１３３ページの歳出をご覧ください。 
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款１、項１、目１管理費１億５，６８７万３，１１１円は、主には職員９人分の人件費と支

援員及び給食調理員１０人分の賃金、節１３委託料は清掃業務、給食調理補助業務、太陽光発

電設備設置事業の管理委託、節１５工事請負費は太陽光発電設備設置工事費、節２８繰出金は、

鹿島荘改築事業に伴い借り入れたふるさと市町村圏基金償還金をふるさと市町村圏事業特別会

計へ繰り出したものでございます。 

目２生活費３，２３０万２千円は、措置入所者５０人と生活短期宿泊事業入所者の日常生活

に係る経費でございます。 

主なものは、節１１需用費は、介護が必要な入所者が増加してきておりオムツ等の消耗品費、

燃料費の灯油代、１３４、１３５ページになりますが、光熱水費や賄材料費でございます。 

節１２役務費の手数料では、入所者の健康診断、シーツなどの洗濯手数料、節１４使用料及

び賃借料は、通信カラオケ使用料で、通信カラオケの転倒防止体操、口腔機能向上体操のシス

テムを活用し、入所者の能力維持・向上を図っているものであります。 

節２０扶助費は、入院患者の日用品のほか介護保険サービス利用に係る費用などでございま

す。 

項２、目１ひだまりの家管理費３，５７６万３，８７３円は、人件費では、職員２人の人件

費と介護員９人の賃金でございます。 

そのほか、入所者９人分の日常生活費、施設の維持管理経費で、主なものは節１１需用費の

燃料費、光熱水費、賄材料費でございます。 

節２５積立金は、ひだまりの家事業基金に積み立てるものでございます。 

１３６、１３７ページの款２、項１鹿島荘公債費２，２１０万７，７０５円は鹿島荘改築事

業分、項２ひだまりの家公債費１３７万９，０７２円はひだまりの家建設工事分でございます。 

１３９ページは実質収支に関する調書、１４０ページには財産に関する調書、１４２ページ

は連合債一覧表でございます。 

 以上、主なものにつきましてご説明を申し上げました。 

ご審議のうえご認定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 続いて、監査委員に監査報告を求めます。 

山田監査委員。 

〔監査委員（山田賢一君）登壇〕 

○監査委員（山田賢一君） それでは、決算審査報告を申し上げます。 

平成２８年度の決算審査は、議会選出の二條監査委員と私、山田の両名で行いましたので、

代表して審査報告を申し上げます。 

  去る７月１２日、広域連合長から審査に付されました地方自治法第２３３条第２項の規定に

よる、平成２８年度北アルプス広域連合一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及び付属書類、

同法第２４１条第５項の規定による基金の運用状況を示す書類について審査を行いました。 

審査の概要について報告いたします。 

  決算審査は７月１３日と１４日の両日にわたり、広域連合事務局があります、大北福祉会館

において実施いたしました。 

  審査の方法ですが、平成２８年度北アルプス広域連合一般会計、特別会計歳入歳出決算書、
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同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、また基金の運用状況を示す書類

について、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、

また予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証拠書類との

照合などにより、審査を行いました。 

審査の結果、審査に付された各会計の歳入歳出決算及び付属書類、基金の運用状況を示す書

類は、いずれも正確であると認められ、また予算、事務事業の執行についても、おおむね適正

であったと認められました。 

 ここで若干の説明、意見を加えさせていただきます。 

広域連合の各会計の財源については、市町村負担金がその根幹を成しており、このうち一般会

計では歳入の約９０パーセント、１３億９，９００万円余が市町村からの負担金であります。 

構成各市町村では北アルプス連携自立圏を形成し、共通の課題を解決するため、相互に協力

してこれまで以上に柔軟に連携し事務事業を推進しております。 

構成各市町村にあっては、限られた財源の中で地域の特色を活かした街づくりため、創意工

夫により財政運営がされおり、広域連合職員も市町村財政の負担に配慮し、できる限り綿密な

予算編成とし、効果的な予算執行にあたられるようお願いする。 

ふるさと市町村圏事業特別会計では、基金運用益を主な財源とし、構成各市町村が行う祭り、

イベントへの補助が主な事業となっておりますが、低金利による基金運用益が減少しているこ

とから、限られた財源の有効的な活用について、構成市町村の理解が得られるようお願いする。 

養護老人ホーム「鹿島荘」、グループホーム「ひだまりの家」については、施設運営にかか

る予算、決算を平成２６年度より一般会計から特別会計へ移行し、３年目となっている。 

２８年度は県の補助金を活用し太陽光発電設備を設置しており、指定避難所として施設の機

能強化が図られ、施設の経費削減にも期待している。また、入所者の高齢化が進んでいること

から、引き続き入所者の安心・安全を配慮した生活支援と、利用者サービスの向上に努められ

たい。 

次に北アルプス広域葬祭場の管理についてですが、平成２５年度から指定管理者制度を導入

し、４年目となりますが初年度から黒字決算が続いており、今年度も５１万円余の黒字経営と

なっている。引き続き指定管理者との連携による適正な施設管理をお願いする。 

次に一般廃棄物処理施設整備事業につきましては、本格的な施設の建設工事が着手され、地

元自治会及び周辺自治会に配慮した安全な工事の実施に努めており、今後も工事スケジュール

に沿った着実な事業の推進をお願いする。 

次に消防関係では、今後の車両更新や庁舎等の維持管理について、市町村財政に配慮した長

期的な計画に基づき、できる限り有利な財源の確保による実施をお願いしたい。 

 次に介護老人保健施設「虹の家」については、２８年度も引き続き赤字経営の状況が続いて

いる。そうした中で２８年度は虹の家施設運営検討委員会を立ち上げ検討が重ねられ検討結果

がまとめられた。また経営改善の一環として通所リハビリテーションの利用時間を変更するな

ど、経営改善に向けた努力も伺える。今後は、運営検討員会の結果を踏まえ、経営を圧迫する

大町病院への管理運営委託の見直しも含め、赤字経営の改善に向けた検討、協議を更に進めら

れたい。 
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今後も市立大町総合病院との連携のもと施設の健全な運営と利用者の利便性向上と利用者増

加のために努力をお願いする。 

次に平日夜間救急医療事業特別会計では、平成２８年度の患者数は、５９８人で、前年度と

比較して９１人の増加となった。今後も大北医師会と連携し、引き続き有効な利用者の増加に

つながる広報に努めるとともに、事業の健全な運営を期待したい。 

最後になりますが、介護保険事業につきましては、保険料全体の収納率は９５．６パーセン

トで、未収額は６，２５５万円余である。また不能欠損額は２１６万円余となっている。保険

料の徴収、滞納整理にあたっては、真面目に納付している方との公平性を確保するため、効率

的な滞納整理の方策について市町村担当者との更なる連携を深めるよう要望する。 

保険給付費につきましては、要介護認定者数は前年度と比較して０．９パーセントの微増傾

向にあるものの、介護度の重度化がしていることから、介護給付費は前年度と比較して 

１億１，３００万円余の増加となっている。 

今後も高齢化が進む当圏域においては、今後も要介護認定者の重度化に伴う保険給付費の増

加が見込まれることから、地域包括ケア体制の構築と第７期介護保険計画における施設整備と

介護保険制度の適正な運用に努めるよう要望する。 

 その他詳細につきましては、意見書をご覧いただきますようお願いし、以上で決算審査報告

を終わらせていただきます。 

○議長（勝野富男君） 日程第４の途中ですが、ここで１１時２５分まで休憩といたします。 

 

休憩  午前１１時１２分 

再開  午前１１時２５分 

 

○議長（勝野富男君） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたしたいと思います。 

  再開する前に、先ほど私の発言の中で、「議案第２０号から議案第２５号までの６議案を一括

して議題として順次説明を受けた後各議案についてそれぞれ質疑を行い、各常任委員会に付託」、

この発言の中で、２０号から２５号と言うべきところを、２４号から議案第２９号までという

間違った発言をいたしました。議案第２０号から議案第２５号までということで、混乱をいた

しましたことにつきまして改めて訂正をし、お詫びを申し上げたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

それでは、引き続き日程第４の審議を継続いたします。これより質疑に入ります。 

まず、議案第２０号｢平成２８年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て｣を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

  大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 担当の委員会の案件でありますけれども、広域連合長の見解を伺いたい

ので、一般管理費の関係だけ、２点ほど質問したいと思います。 

これは昨年１２月議会でも取り上げたわけですが、いわゆる連合長が直接管理監督の対象と

なる幹部職員のですね、教育とか、研修等、こういった点を提案したわけですけれども、昨年
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以降こういった点に取り組まれた経過がありましたら説明をいただきたいと思います。 

  もう一点目は、プロパー職員の養成、これにつきましても、昨年の中で取り上げました。こ

の辺は直ちにはできないという回答もいただいているわけですが、この間でこの取組みについ

て何か検討されたこと等、成果等ありましたら説明いただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） ２点について質疑をいただきました。 

  まず、最初の幹部職員の研修等につきましては、これも一気に大きな改革はできるわけでは

ありませんが、いわゆる広域連携として５市町村が取り組んでいるさまざまな中に、職員の研

修などについては５市町村が共同して行う仕組みができ、そして一部について実践が始まって

おります。その中にも広域連合の職員が入るという、日程調整がつく場合にはそれぞれの研修

会にも参加するということで、実数は私承知しておりませんが、そのような仕組みが始まりま

した。その中で養成の機会を増やしていくというふうに考えているところでございます。 

  また、二点目のプロパー職員の養成につきましては、まず、できるだけプロパー職員が責任

をもって仕事を担う、そうした領域を広げるという意味で、欠員が生じた場合あるいは新たに

職員をプロパーとして広域連合において採用する、そうした方途について検討してきておりま

す。現に平成２９年度の採用試験においても職員採用の中に織り込んでおります。また、市な

どから派遣している職員についても、特にプロパー職員の活動の領域を広げるように、あるい

はいわゆる資質というものを、職務を遂行する力を伸ばしていくという点について特に配慮す

るように、幹部職員には申し伝えてございます。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） よろしいですか。ほかにございますか。 

  それでは、この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

続いて、議案第２１号｢平成２８年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳入

歳出決算の認定について｣を取り扱います。 

ご質疑はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（勝野富男君） 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。この辺で

質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

続いて、議案第２２号｢平成２８年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計歳入

歳出決算の認定について｣を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

  大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 虹の家の事業について質問したいと思います。 

２８年度から２９年度にかけて退職者が続出する異常事態が起きております。平成２８年度

から何人もの職員が退職していると聞いております。本年度においても５名の退職者があり、
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８月３１日付で出されている退職届が３名分提出されていると聞いております。この結果、虹

の家の事業運営が維持できるかどうか、ぎりぎりの事態に至っているのではないかと危惧して

いるわけですけれども、広域連合長はどのような認識をお持ちか説明いただきたいと思います。 

そして、この主な要因というのが、直接的、または間接的にも、２８年度の６月から任用さ

れている事務長による職権濫用などによる暴走とも言える業務執行によって引き起こされてい

るのではないかと見ているわけですけれども、この点について連合長はどのような見解を持ち、

どのような対応をしてきたのか説明いただきたいと思います。 

  以下、主要な点、７点について伺いたいと思います。 

  はじめに、違法行為ではないかと受け止められる点についてであります。職員に対して、始

末書、顛末書の提出を強要しております。これは、事前の注意など何もない中で、いきなり事

務長による始末書及び顛末書の提出命令が出されております。この対象者は何人で、処分の理

由は何か、この処分の手続き等で問題がなかったのかどうか説明をいただきたいと思います。 

  続いて、労働基準法違反の関係について伺います。虹の家の臨時職員に関する取扱い第４条

任用手続では、臨時職員の任用を決定したときは様式第２号による通知書を交付し勤務条件等

を明示することが定められておりますが、この通知書を交付されていないまま勤務している臨

時職員がおります。この人数が何名になるのか、また、これは労働基準法に抵触する違法行為

ではないかと思うのですが、どのような対処をしてきているのか説明いただきたいと思います。 

  続いて、パワーハラスメントではないかと思われる２件の事例を取り上げてみます。昨年９

月２８日、職員会議での事務長の発言記録では、「私に対して不本意なことを言われている。白

嶺の立ち上げにかかわってきた自負がある。素人にかき回されているとど素人に言われている

ことが、はらわたが煮えくり返る思いです。」。続いて、１１月１日の職員会議での事務長の発

言記録では、「カンファレンスのときはお茶を飲まないように。そのようなときに事務長の悪口

に発展するのではないか。私の悪口を言っている人が判明した。業務に支障を来しているので、

そういう人は退職させる。デイ職場で２人。」というような、こうした発言が、職員会議という

多くの職員がいる前で行われています。これは、上司によるパワーハラスメントに抵触する恐

れが極めて高いと思いますが、広域連合長はどのようにとらえているのか説明をいただきたい

と思います。 

  続きまして、人事権の濫用の問題です。昨年１０月の職員会議の事務長の発言記録によれば、

「１１月１日から看護師長にスーパーバイザーとしてやってもらう。ケアマネの業務は引き継

ぐように。」と指示し、権限のない人事権の行使を実行しております。２階と１階の職員を入れ

替えするなど、上司の決裁などは全くない中で、独善的な人事異動を命令しております。この

件についてどのような認識なのか、また、どのような対応をしてきているのか、本来の権限は

だれにあったのか、説明をいただきたいと思います。 

  続いて、独善的な業務執行や越権行為について伺います。虹の家運営検討委員の報告書が７

月１２日広域連合長に提出されました。ところが、この報告書が７月５日の臨時職員会議に配

付され、人件費比率を短期で６６パーセント以下、中期で６３パーセント以下とする、デイの

受け入れを４人増やせば、月８０万円増収するなどと説明をしております。正副連合長会議で

は、この調査委員会の報告書を受けて事務改善委員会を設置し、この事務改善委員会で今後の
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虹の家の運営方針を検討することになっているにもかかわらず、このような独善的、越権的行

為ですけれども、報告書の内容が決定された方針のように７月５日の臨時職員会議で説明され

ております。また、この中で、特徴的な一例として、報告書の主要事項に電子カルテの導入が

うたわれていますが、委員会ではこの電子カルテの導入に肯定的な発言は一切なく、実際の運

用面でもメリットの見込みが立たないにもかかわらず掲載されております。この報告書の信憑

性そのものが問われる事態であります。このような点について連合長はどのような認識で、ど

のような対応をしてきたのか説明いただきたいと思います。 

  続いて８点目ですが、利用者のニーズに応えるサービスの提供という点について伺います。

この間事務長の命令で、水道料金の経費節減のためという理由から、一般浴槽のお湯を２０セ

ンチ下げてきております。これによって利用者からどのような声が上がっているのか説明くだ

さい。続いて、デイサービスでは、午前中のお菓子の提供を中止しました。このことについて

利用者からはどのような声が上がっていると認識しているのか、また、どのような対応をして

きたのか、対応してきている点があったら説明いただきたいと思います。 

  一回目の質問の最後になりますけれども、今回のこの一連の事態というのは、連合長の管理

監督責任及び職員の採用、任用責任が問われている問題だと思います。同時にこの問題の中に

は、虹の家に対する大町病院と広域連合の行政組織の在り方の再検討が喫緊の問題として求め

られていると思いますけれども、これについてはどのような見解をお持ちか伺いたいと思いま

す。 

  以上で一回目の質問を終わります。 

○議長（勝野富男君） 質問というか、今の中では質疑があるかということですので、お願いい

たします。それで、今、９点。８点ではないでしょうか。８点ですね。はい。それでは、この

点について答弁を求めます。 

広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君）たくさんのご質問をいただきました、そのうち、広域連合長に対して

いただきました、意見の部分は質疑ですので省かせていただき、ご質問の部分、質疑の部分に

ついて、まとめてそれぞれお答え申し上げます。私からは５点お答え申し上げます。 

  まずはじめに、平成２８年度から２９年度にかけて大勢の退職者が出ているというご指摘で

ございます。まず、平成２８年度におきましては、臨時職員が４人退職しております。これは

いずれも年度末、あるいは年度中途であっても、雇用期間が到来したことによる退職でござい

ます。また、本年は、８月末をもって退職したい旨の願いが３人の職員から提出されておりま

す。内訳は、正職員１人、臨時、パート職員２人でございます。まずこの３人の方に対しては、

慰留に努めたところでございますが。退職の意志が固く、残念ながら思いとどまっていただく

ことはできませんでした。これまで職員の皆さんには、意欲を持って熱心に仕事に取り組んで

きていただいているだけに、年度途中での退職は、私としても残念ですし、また本人も不本意

なことと思います。虹の家は広域連合が開設し、管理を市立大町病院に委託契約によって委託

をしております。人員配置に不足が生じた場合、入所者、利用者へのサービスにも支障が出る

恐れがありますので、極めて重要な問題として現在対応を検討しているところでございます。

広域連合も開設者として実際の管理運営に当たっていただいております大町病院とも協議協力
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して、万全を期して当たってまいる所存でございます。 

  次に、この事態の要因は事務長の業務執行にあったとのご指摘でございます。虹の家の事務

長は前任者の急な退職に伴う公募の中から、行政経験も豊かであることもあり採用、そして大

町病院虹の家に派遣、事務長職に就いております。虹の家ではここ数年にわたり基金を取り崩

しての運営が続いており、昨年度から経営改善を図るため運営の検討改善に努めてきた中で起

こったことと承知しております。改革、改善を進めるには、職員皆が同じ方向を目指して課題

に真摯に取り組むための合意形成が前提となりますし、また重要でございます。これは、先ほ

ど議員の指摘にも出てまいりました運営検討会の報告の中でもご指摘がございます。しかし、

今回そのための職員間の意思疎通が必ずしも十分でなかったことが一つの要因と考えておりま

す。なお、この具体的な要因につきましては、新たに発足しました虹の家業務改善委員会にお

ける公平かつ客観的な検討の中で引き続き検討を進めたいと考えております。この点について

はご指摘も念頭に置いて対応してまいります。 

  次に、パワハラについてのご指摘がございました。９月２８日、平成２８年ですが、９月２

８日及び１１月１日の会議で、事務長の発言はパワーハラスメントではないかとのご主張でご

ざいます。まず、９月２８日の会議、これは、デイケアの担当者の会議でございます。デイケ

ア会議と呼ばれているそうでございますが、職員会議とは別に開催される担当者の打ち合わせ

でございます。虹の家の経営は、先ほど申し上げましたように、何年も基金を取り崩して赤字

を補てんするなど、経営状況が厳しく、外部の有識者で運営検討会を設け経営改善を推進して

いる中でございます。デイ会議での発言は、こうした背景のもとで、事務長の責任感から職員

の自発的な取り組みを期待しての発言と私は聞いております。しかし、発言を記録したノート、

これデイノートと呼んでおりますが、このデイノートの記載の内容から伺えることは、やはり

先ほど申し上げた職員間の意思疎通が普段から十分とは言えない状況にあったのではないかと

感じられます。また、１１月１日のデイケア会議での発言につきましては、ノートの記載から

だけでは、その場の雰囲気や発言の背景などは十分に真を測ることはなかなか困難であります。

また、私自身もこの内容を確認しておりますが、ノートの記載内容には一部加筆修正がござい

ます。で、このノートは、職員が気づいたことを後から加筆、あるいは修正することもあるよ

うで、記載が正確に表現されているかは不確かなところも残っております。しかし、ここでの

発言が、仮に、職員の身分にかかわる進退などについて、あたかも人事権を行使するかのよう

な強圧的な発言があったとすれば、それは適切とは言えないものと考えております。なお、回

覧されているノートは、担当者の打ち合わせの要旨を書き留めたもので、普段から欠席者を含

め、担当者に回覧して周知するもので、欄外にするその決裁、回覧済みのサインはノートの記

載内容を履行するような強制をするものではないと聞いております。 

  次に、運営検討会の報告書の取り扱いについてご指摘がございました。報告書を事前に職員

会議に配付したり、報告書に電子カルテの導入について記載したことについてでございます。

７月に連合長に提出されました運営検討会の報告書が、その前に職員会議で配布され内容が説

明されたことに関しては、報告書に特別な内容が含まれていない場合には、関係の職場で事前

に説明し周知することは一概に禁止されるべきではないと私は考えております。むしろ、５回

にわたって開催されました検討会もその都度議事録が職場で職員に周知されることが適切と私
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は考えておしります。それは、直接の関係の職場であるからでございます。また、この運営検

討会の報告書が職場で説明されたことについて、対策をこれから検討するその業務の改善委員

会の所掌する内容とも必ずしもバッティングするものではない、業務改善委員会は業務改善委

員会の設けられた趣旨に従って具体的な解決策を検討し、そして計画づくりをするものであっ

て、それを履行するのは逆に職場、現場であると考えるものでございます。また、電子カルテ

につきましては、第３回及び第４回の検討会で議論され、議事録にもその内容が記載されてい

ます。肯定的な意見はないというふうに断言されましたが必ずしもそうではないと、私は、報

告書、議事録を読んで感じているところでございます。しかも、この導入を報告書に盛り込む

ことについても、第５回の検討会で最終的に報告を取りまとめる中で報告書のページごとに表

現まで検討され、そして最終的にこの報告書案は会議に諮って了承されておりますので、その

点をまずご理解いただきますとともに、会長から私自身が直接提出を受けております。 

  ８項目目、９番目のご質疑の中に、大町病院と広域連合との関係についてでございます。あ

り方の再検討が必要でないかというご意見が含まれておりました。虹の家は平成９年に開設さ

れて以来２０年が経過し、さらに平成１２年の介護保険の施行に伴いまして、現在介護老人福

祉施設として運営をされているところでございます。虹の家は、委託を受けた管理者、大町病

院が管理運営を行うとともに、施設開設者の広域連合が予算執行を扱うなど、両者がともに運

営に当たっており、役割分担が入り組んでいる感がございます。責任と権限が必ずしも明確で

ない部分もあり、指揮命令系統や業務の管理監督権限をわかりやすいかたちに整理することが

必要だと考えております。今後、運営検討会から出された報告書をもとに、大町病院と広域連

合事務局、そして虹の家により新たに設置した業務改善委員会で具体的な改善方法の方針を策

定するとともに、実施にあたりまして必要に応じ広域連合からも指導助言を行っていきたいと

考えるところでございます。 

以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 私からは、人事権について、独善的な人事異動を発令しているので

はないかというご質問に対してお答えを申し上げます。 

  まず、介護看護科にかかわる職務は本来介護看護科長の役割であって、これを事務長が直接

発令することは組織の上からできないことであり、そうした提案を人事行為として発令するに

は、科長、事務長の上司である施設長、病院長の決裁を受けて、施設長名で行うべきであると

考えております。しかし、この件は、現在の規定では、介護看護科長として、もともと通所業

務、１階の通所業務と、入所業務、２階の両方の業務を介護看護科長が指揮監督することとな

っているものを、事務長が繁忙で通所業務の方に手が回らない状況であったため、事務長から

ケアマネ業務など一部の業務を他の担当者に回すことを提案して協議したものであるというふ

うに聞いております。したがいまして、人事異動の発令とまでとは言えないのではないかと考

えております。 

以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） 私からは、始末書、顛末書の提出は違法行為、対象は何人か、ま
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た理由は何か、手続きに問題はないかという点についてお答えしたいと思います。 

まず、職員に対して行われました始末書の提出につきましては６名、それから顛末書につい

ては９名でございます。提出を求めた理由につきましては、休憩時間の超過に対するもの、そ

れから利用者に対する過失などに伴うものということでございました。それから、理由ですけ

れども、本人の反省を促すために提出を求めたものでございまして、何度かの注意にも休憩時

間の超過が是正されなかったことに伴う始末書は６件ございました。なお、一般的に、始末書

の提出を求めること自体は直ちに懲罰ですとか処分には当たらないのではないかと考えられる

ところでございます。 

  それから、続きまして、労働基準法に関して勤務条件の明示がなく労働基準法に違反ではな

いか、どのように対処したかという点についてでございます。臨時職員の採用に当たりまして

は、勤務条件等を明示した通知書を４月当初に作成をし、交付をしたところでございます。当

該職員につきましては１名でございましたが、パート勤務であったため、何度か連絡しても取

りに見えなかったため、所属の介護看護課経由で渡すように手配をいたしましたところ、連絡

の不徹底から本人に渡らなかったというふうに聞いてございます。謝罪のうえ、遅れて交付し

たとのことであります。 

  それから、続きまして、利用者へのサービス内容について、経費節減のため浴槽の湯量を下

げたり、菓子の提供を中止したことへの利用者の声を聞いているかという点についてでござい

ます。まず、利用者の家族と施設との連絡帳ですとか、送迎の折などに利用者の声を聞いてい

るところでございます。利用者の声につきましては、反対の意見もあれば、賛成で良かったと

いう意見もございまして、現在はその意見について集約中でございます。経費節減につきまし

ても大切な視点ではございますけれども、サービスの低下とならないような配慮が必要だとい

うふうに考えているところであります。 

  以上でございます。 

○議長（勝野富男君） はい。答弁が終わりました。大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） それでは、２回目の質問をしたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 質疑です。 

○４番（大和幸久君） 質疑をしたいと思います。 

  はじめに、違法行為ではないかという点について答弁がありました。いわゆる、始末書、顛

末書の提出についてでありますけれども、これにつきましては、ではこういった処分というの

は何を根拠に事務長ができるんでしょうか。できるという根拠について取り決め等ありました

ら説明をいただきたいと思います。このですね、始末書、顛末書については、情報公開を請求

しましたけれども、個人情報という理由で開示がされておりません。したがいまして、住民や

議会、議員はこの点について検証ができないという状況にあります。しかしこれは、実際には

事務処理として行われているわけでして、個人名を伏せば情報公開ができる内容であります。

情報隠しではないかと私は思っていますので、その点を再度検証して直ちに開示をしていただ

きたいと思います。本来ですね、こういう処分とか、始末書、顛末書というのは、一般的に行

政では、これは行政処分として行われるものでありまして、そのきちんとした背景がなければ

それはできないものであります。今回全くそういうものがない中で、行われているという点に
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ついて、非常に大きな問題があると思います。私は直ちに広域連合が、この実態を調査して、

事実関係を確認のうえで、不当なものについては取り消しを行ったり、対象となった職員には

謝罪のうえで、直ちに名誉回復を図るべきだと思いますけれども、こういった対応をなぜして

こなかったのか、説明いただきたいと思います。 

  続いて労働基準法違反です。これは、労働条件の明示ということが労働基準法でうたわれて

おりまして、これに基づいて広域連合でも、虹の家の臨時職員に関する取扱いというところで、

勤務条件を明示するというところが様式２号によってこれを通知しなければいけないというこ

とになっているわけですが、これが行われていないということです。今、１名という答弁があ

りましたけれども、現在この通知書をもらっていない職員が私の調査では４名おります。非常

に、内容的に確認がずさんだと思いますけれども、再度調査をしていただくことと、労働基準

法違反ではないかということについて見解を説明ください。 

続きましてパワーハラスメントの関係です。この関係では、７月５日、臨時職員の会議の後

ですね、Ａさんという職員の方が事務長に呼ばれました。Ａさんが出された退職願の件に触れ

て、事務長は、「私はＡさんを辞めさせるためにいろいろしているのではなくて、ちょっと考え

方を変えてもらいたいという意味でいろんなことをしました。こんなことで退職願を出して辞

めるよりも、もう一度考え直されたらどうですか。」と発言し、Ａさんが辞表を出すまでに追い

込む行為を自ら行ったことを認めているものであります。同様のような訴えは他の職員からも

多数寄せられておりますけれども、こういった事実についてどのように見解をお持ちか説明い

ただきたいと思います。 

それから、人事権の濫用につきましては、退所入所で科長が仕事ができないから、相談した

うえで実施しているというような説明があったかと思いますけれども、これにつきましては虹

の家の庶務規程別表の３で、１０施設内の課及び係の総合調整についての事柄、及び１１診療

長等及び科長等を除く職員の配置についての事柄とあり、施設長である井上病院長の権限であ

ることは明白であります。こういった施設長の決裁、上司の稟議等を得ないで人事権を実行し

ているわけでして、これは明白な人事権の濫用に当たると思います。こういった庶務規程等に

照らし合わせて、事務長の対応というのが正しかったのかどうか、改めて検討いただきたいと

思います。 

続いて、独善的な事務執行や越権行為の関係です。検討委員会の報告書が出される前に内容

が臨時職員の会議で出されて説明がされた、これは問題がないんだというような回答があった

かと思いますけれども、第３回検討委員会にはこういう資料が出されております。これは検討

事項という項目ですけれども、特定少数の職員が、誤薬、異なる薬を与えてしまうことや、粗

雑な扱いでヒヤリハットクレームが絶えない。職務怠慢な職員の対応。ハラスメントが恒常化

している。一人親方的な職員の教育。おむつ交換や入浴利用が職員都合で行われている、など

の検討事項の資料提供があり、この具体的な根拠や資料を、また誰がこれを製作したのか知り

たくて情報公開しましたけれども、いまだに資料の公開がありません。職員に問い合わせたと

ころ、多くの事実誤認があると憤慨しておりました。速やかに情報公開するとともに、連合長

もこの根拠等厳正に精査したうえで、この報告書の内容が正しかったのか、検証する必要があ

るかと思いますが、そういった意思があるかどうか説明をいただきたいと思います。 
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続きまして、利用者のニーズ、サービスに応える提供になっているかという点であります。

一般浴の入浴についてですけれども、お湯の水位を２０センチ下げました。そのあと１５セン

チに戻したようですけれども、こういった実態の中で、一般浴では垢が浮いた状態の浴槽で入

浴する状態になっています。職員が垢の汲み出しに相当の手間を取られる事態にもなっており、

利用者の中には、そんな不衛生な風呂には入りたくない、シャワーだけで我慢している利用者

も複数いるという実態であります。事務長はこれに対して、肩までつかれないので入った気が

しないという利用者には寝そべって入ればいい、ここは風呂屋ではないと言って、本来の水位

での使用を認めておりません。また、午前中のお菓子の件では、たかが小さなお菓子やコーヒ

ーだってとても大切なんだ。前の晩から緊張して用意をし、朝早くから起きて準備をするんだ。

虹に着いて、体操して、おいしいレモンティーやお菓子を食べて、やっと気持ちがほぐれ、友

達と話が弾むんだ。お金の問題じゃないんだよ、と。気持ちの問題なんだ。でもこんなことは

事務の人には言えない。私たちは弱い立場の利用者だから、というような声が挙がっておりま

す。代表的な声だけを取り上げましたが、こういった利用者の声に関してどのような見解をお

持ちか、連合長の率直なところを聞かしていただきたいと思います。また、この実態調査をき

ちんとやってほしいわけですが、公正中立な立場を保つために、第三者において速やかに利用

者の声等も調査すべきだと思いますが、連合長の見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 私の方から大和幸久議員に申し上げます。多岐にわたっておりますので、

内容については簡単明瞭に、一つお願いを申し上げたいと思います。 

それでは、答弁を求めます。広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） 一部私も聞き漏らしたところがあるかもしれませんが、漏らしたと

ころがありましたらご指摘をいただきたいと存じます。 

議事録の内容の改ざんについてご指摘がございましたでしょうか。録音テープを非開示とす

るのはおかしいという、そうしたお考えであるとすれば、それに対しては、情報公開しました

２９年７月１９日の臨時職員会議の議事録、これは虹の家の筆記により要点をまとめたもので、

会議の内容は録音をしてございません。したがいまして、ご請求があったということでござい

ますが、録音は不存在でありますので、その旨回答したところでございます。また利用者への

サービスの内容について、浴槽の湯量を下げたり、お菓子の提供を中止したことについて、先

ほど担当課長からご答弁を申し上げましたけれども、まず一つには利用者の声を聞くために、

公平な場で意見を聞くべきではないかというご指摘でございます。これにつきましては、先ほ

ども一部ご答弁と重なりますが、赤字経営であるその虹の家の状況に鑑み、経費節減の観点か

ら実施したと聞いております。しかしながら、これが適切であったかどうかということで言え

ば、さまざまな論議を呼んでいることは私自身も承知しております。利用者の意見の集約に基

づいて、今後のサービスの在り方につきましては、先ほど答弁申し上げました業務改善委員会

の中でもしっかり検討してまいります。と同時に、また、他のさまざまな施設でのサービスの

水準、類似の施設の水準につきましても検討の対象にしていきたいと考えております。 

  それから、もう一点なにかありました。もし漏らしておりましたらご指摘をいただきたいと

思います。 

私からは以上でございます。 
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○議長（勝野富男君） はい。事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 私からは、７月５日の会議の後事務長の発言で、退職願を出すまで

に追い込んだというご指摘でございます。この発言をもって、担当者会で職員に対して退職を

迫った、あるいは退職まで追い込んだとまでは断言することはできないというふうに考えてお

ります。その時点で、退職を強制することを目的として発言したとは言い切れないと考えてお

ります。 

  次に、人事権の件で、処務規程から診療長の権限をというお話がございましたけれども、処

務規程の中で診療長が置く職員の配置についての権限というのは、施設に３つの組織を置くと

いうことで、診療科、介護看護科、管理係を置くという規定がございます。そういった科、係

における職員の配置については、施設長の権限というふうには考えられますけれども、今回の

件で、介護看護科に配置された職員の業務分担の担当替えでございます。介護看護科としての

本来の業務を行うための、介護看護科内の業務分担の担当替え、これは介護看護科長の裁量の

範囲ではないかというふうに考えております。また、この担当替えについても、直接的な指示

は適切ではないけれども、提案としての発言は否定されるものではないというふうに考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 介護福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） 私からは、始末書、顛末書のところについてのご質問であります。

この始末書等につきましては、処分の事実関係を調査して確認のうえで不当なものは取り消す

べきというご指摘でございます。日頃施設の円滑な運営を図るためには、また職員が職務上執

行するうえでも、前提につきましては職員間の信頼関係が非常に大切だというふうに感じてい

るところであります。始末書を職員から提出させることは、たとえ職員の注意喚起するためで

あっても一方的なものであれば適切な方法であるとは言えないというふうに考えるところであ

ります。そこで７月中旬につきまして、事務局長から指導を行い、提出された始末書にそれぞ

れ返戻を指示したところでございます。それから、この始末書につきましても、業務の経過顛

末を把握するのに必要なことでありまして、それについて求めたものでございます。 

  それから、次に、労働基準法違反ではないかという観点のご質問のところでありますけれど

も、労働基準法のところでは、まず本人に通知書が渡っていなかったという点でありますけれ

ども、これにつきましては口頭で契約について説明をし、求めたところでございまして、労働

基準法違反とは言えないというふうに考えるところであります。で、１名というふうに回答し

たところ４名であったというご指摘でございますので、再調査のうえ対応していきたいという

ふうに思っているところであります。 

  それから、デイの勤務が６時間から８時間にシフトした経過をどのように認識しているかと

いう点でございます。１１月、１２月には職員会議、デイ会議におきまして、職員への相談、

それからまた事業への理解を口頭で求めたところであります。それから、時間の変更に対し、

超過勤務命令、それから時間の振り替え等で対応することで決裁行為を行っているところでご

ざいます。 

以上であります。 
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○議長（勝野富男君） よろしいですか。大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 三回目の質問です。 

初めに、違法行為ではないかというところですけれども、始末書、顛末書の関係ですけれど

も、これは何の裏付けがあって事務長ができるという根拠について説明を求めましたが、何の

その説明がありません。やはりこの辺は、実際にはですね普通はこんなことあり得ないんです

けれども、もしこういうことが今後も起こるとすれば、きちんとした規則なり要綱なり、これ

が処分ができるというものを定めて、議会の承認を得たうえで実行するというのが本来のあれ

ではないでしょうか。この点については猛省を求めたいと思います。この点でひどい事例、顛

末書の事例ですけれども、事務長は育児休業中の職員を呼びつけて、子供を抱いて出頭した職

員に対して、昨年１１月の利用者家族からの苦情についての顛末書を提出するように命じてお

ります。これは、パワハラ問題でもありますし、また、権限がない顛末書の提出をこういった

育休の職員まで呼び出してやる、こういうこと自体も非常に異常な事態かと思います。速やか

にこういった事例を調査して、本当に始末書、顛末書というのが、事務長がこういったかたち

でやる行為が正しかったのかどうか、ぜひ検証していただきたいと思います。 

それから、労働基準法違反についてですけれども、これは、この書類をですね、２条による

給与表の明示につきましても、労働時間が違うんだから変更してくれという職員からの要望に

対して、事務長はその様式２号の紙をその職員から受け取って持って行ったまま返してないと、

こういう事例もあります。この労働基準法違反に関係しましては、１０分の休憩時間をオーバ

ーしただけで始末書を提出させる一方でですね、事務長は時間外に何回も職員会議、臨時会議

等を招集していますが、これに関する時間外手当を一切支給しておりません。こういったこと

についてもきちんと調査をして対処していただきたいと思います。 

パワハラに関してですけれども、パワハラについての著者、クラッシャー上司の著者であり

ます筑波大学の松崎教授は、パワハラの最大の問題点は相手の精神を傷つけること、もう一点

は部下への気持ち共感性の欠如であると指摘しております。虹の家では、事務長によりこのよ

うな行為が日常的に引き起こされているために、多くの職員から声が上がっているのではない

でしょうか。私はこういった点もよく調べて、きちんと調査をして、直ちに公正な対応を求め

ておきたいと思います。 

それから人事権の濫用の関係です。今年の７月２０日になって事務長は、二人の職員を呼び

つけて、始末書の件は不問とする、また、２階と１階のローテーション、人事異動の件もしば

らく凍結すると口頭で命じております。権限もない中で、始末書の提出命令や異動命令を発し

ながら、議員から情報公開等があったのであわててこれを取り消す、あきれるばかりの言動で

あります。こういったことが繰り返される限り、職員の、虹の家の幹部職員に対する信頼とい

うのは決して回復しないことだと思います。こういった経過もきちんと調査をして、人事権の

濫用についても適正な処置を速やかに講ずることを求めたいと思いますが、見解を伺っておき

たいと思います。 

独善的な業務執行に関しましては、７月１９日に開かれました臨時職員会議の議事録を情報

公開を受けましたけれども、その内容が大幅に改ざんされていることが判明しております。そ

の裏付けとなる録音テープなどを要求しましたけれども、不存在との回答があっております。



̶27̶ 
 

公文書の作成、議事録という公文書を請求したわけですけれども、事実と異なる文書の作成が

提出されております。これは公文書偽造に当たるのではないでしょうか。必要な資料の提供は

しますので、ぜひこの検証をして、正しい議事録を提出していただきたいと思います。これに

ついて実行する意思があるのかどうか、連合長の見解を伺っておきたいと思います。 

利用者のサービスの関係ですけれども、利用者の声や、利用者の、日々現場で対応している

職員の声に耳を傾けてですね、真摯に対応できるような虹の家の業務体制というのが求められ

ているのではないでしょうか。こういったことが一日も早く実現しなければですね、大変なこ

とになる。今一番大事なのはですね、私は連合長の対応があまりにも遅くてですね、こういっ

た独善的、強権的な業務運営、違法な処分やパワハラ等、今までの虹の家の運営を現場で支え

てきたですね経験豊かな職員が雪崩を打つように退職してしまっているという点に一番の危機

感を覚えているところであります。この問題に関して連合長がどのように対応するか、今残っ

ている職員はこれを見極めようとしております。職員は、手ぬるい対応をするようなら私も辞

めると考えている職員が多数いるのが現状であります。連合長の公正で迅速な対応が求められ

るというふうに思うんですけれども、この点についても連合長の見解を伺っておきたいと思い

ます。 

以上です。 

○議長（勝野富男君） はい。ただ今の質疑の中で、意見、要望も多々ありますので、その点も

踏まえて答弁の方はよろしくお願いしたいと思います。はい。広域連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） 今議長からご指摘ありました、質疑では意見や要望を延べてはなら

ないというふうに言われておりますので、と承知しておりますので、それに沿って質疑の部分

だけお答え申し上げます。 

  まずはじめに、始末書、顛末書について誤解がありますのでその点まずお話し申し上げます。

始末書あるいは顛末書は、いわゆる地公法、北アルプス広域連合も地方公共団体の一つであり

ますが、地公法の規定によりまして考えますと懲戒処分ではもちろんありません。処分でもあ

りません。免職、停職、減給、戒告など制限列挙しておりますそうした地公法の観点からいう

と、始末書の提出を求めることなどは処分とは考えられない、これはご理解いただきたいと思

います。で、それでは何かということで言えば、これは行政上の管理の中で行われる事実行為

とご理解いただき、そしてそれは権限が、事実行為でありますので、すべて規程に設けられて

いるかということは、他の地方公共団体においてもさまざまでありますし、また、規程が設け

られていないのが普通だと思います。従いまして、管理監督上の必要があれば、始末書、ある

いは事実を確認するための顛末書を求めることは他の地方公共団体においても行われておりま

す。で、これが正当かどうかというのは非常に疑義があります。今回のことにつきましては、

例えば休憩時間をきちんと厳守し職場に戻るようにということは職員会議などにおいてもあら

かじめ周知を図られていた中で起こったということでありますが、しかし、普通注意喚起を個

別に行ったうえでそれが守られないというときには、例えば始末書をということになるわけで、

いきなりもしそういうことを求めたとすればそれは必ずしも適切でない、と私は考えておりま

す。したがいまして、この話は確か７月上旬ごろに聞いた時には、始末書の提出を求めること

は適当でないので、それを返戻するようにとの指示を、広域連合事務局を通じていたしました。 
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  それから２点目の議事録につきまして、先ほども答弁も申し上げましたように、議事録はそ

の会議、会議でのメモをまとめた、要点をまとめたものでありまして、後になって気づいた点

があれば職員がそれを加筆修正するという、そうしたことが普通に行われていたようでござい

ます。そうした中で、議員お手持ちのもし資料があればですね、ご提出いただき突合してみた

いと思います。これは必ずしももちろん複数の職員が職場で共有する文書というものは公文書

であることは間違いありませんが、その正確性が著しく欠けていて、で、その影響が重大であ

ればそれをきちっと正式に直していくことも考えなければなりませんので、その点については

ご理解をいただきたいと思います。 

  それから、果たしてこの状態でやっていけるのか、今まで手の打ちようがあったのではない

かということでありますが、基本的には、広域連合のさまざまな事務については、それぞれの

職場において直接管理者が置かれ、あるいは監督者が置かれておりますので、さまざまな課題

はまずその職場において建設的な意見交換によって解決されるべきものであります。これはど

の職場においても同じでございます。ただ、今回のように複数の退職者が生じるというような

事態になるまでに、やはり解決ができなければ、それは広域の事務局、あるいは私のところに

理事者に上がってきて解決が図られるべきであったということは、結果的には残念なことでご

ざいます。そうした中で、先ほどまでのご質疑でもお答え申し上げましたが、大町病院と広域

連合事務局、虹の家による業務改善委員会で具体的な改善方針を策定することになっておりま

す。そしてまた、その実施にあたりましては私自身も特に意を配して、必要に応じた指導助言

を行うことで課題を一つひとつクリアにしていきたいと考えております。その中でこの課題が

体制に係るものは制度の問題として解決しなければなりませんし、また、属人的な課題であれ

ば、それは人の問題として解決に力を尽くしていきたい。一番大切なことはやはり、利用者の

皆さんが前提になっている、利用者の皆さんの適切な処遇が前提でありますので、利用者にと

って魅力のある施設となるよう職場においても風通しの良い職場、また、職員間の意思疎通が

十分に行われ、職員が、皆が同じ方向を目指して、今回の課題も含め、課題の解決に真剣に取

り組むため、重要な合意形成というものを図っていきたいと考えるところでございます。なお、

いくつかの点で改善すべき、あるいは改善してほしいというご意見がありましたが、それにつ

いてはご答弁を差し控えさせていただきます。 

私からは以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

  はい。ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

  日程第４の途中ですが、ここで昼食休憩のため、１時１５分まで昼食休憩といたします。 

 

休憩  午後 ０時１７分 

再開  午後 １時１５分 
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○議長（勝野富男君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

続いて、議案第２３号｢平成２８年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について｣を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 包括的支援事業、任意事業、１億３千万ですか、計上されていますけれ

ども、これにつきましては今年４月から実際的に運用が始まっております。こういった経過の

中で、この事業に関して、課題、問題点等、運用の中でありましたら説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（勝野富男君） 介護福祉課長補佐。 

○介護福祉課長補佐（大塚裕明君） はい。包括的支援事業任意事業、地域支援事業につきまし

ては、平成２９年４月より介護予防日常生活支援総合事業ということで始まっております。現

在、２８年度の中では、その準備を進めてきたわけですけれども、現在の課題といたしまして、

本年度中に体制の整備が求められています生活支援体制の整備でありますとか、３０年４月か

ら始まっていきます医療と介護の連携に向けた具体的な事業について取り組んでいくことが、

現在の課題と考えております。 

以上です。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） この包括支援事業、これ市町村に任されるわけでして、市町村の体力等

に応じてですね、いわゆるサービスの程度に差が出ると、こういう問題点が指摘されておりま

す。こういった問題点どのように対処する予定なのか、具体的にそういう事例がありましたら

説明いただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） はい。課長補佐。 

○介護福祉課長補佐（大塚裕明君） はい。市町村ごとに行う地域支援事業の内容につきまして

は、総合事業に移行する中で、現在広域連合で取り組んでおります北アルプス連携自立圏の仕

組みを活用いたしまして、５市町村に共通するものにつきましては広域が中心となって統一的

なサービスの提供ができる体制を行っていく、また、市町村それぞれに地域の特性によって行

っている事業につきましては、従来どおりそれを尊重してやっていくという方針で進めてまい

りますので、市町村との協議の中で具体的な内容を詰めてまいりたいと考えています。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） あの、根本的な問題は、同じ保険料を取られながらサービスに差が出て

しまう。まあ、高い方はいいですけれども、低い方ってのは問題が出てくるわけで、そういう

根源的な問題のテーマに関してどのような対処の方策があるのか。例えば、大北の広域圏では

ですね、そういった点については広域で援助をして差の内容にするとかですね、そういった方

策というのは考えられるのかどうか。その点についてはどうでしょうか。 

○議長（勝野富男君） はい。介護福祉課長補佐。 

○介護福祉課長補佐（大塚裕明君） はい。総合事業につきましては、介護保険制度を財源とし
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てその制度の中で行われておりますから、その制度に対して個別に市町村が行うことは別とし

て、制度の中で補助とかそういったことを行うということは想定がされません。ただ、実際に

行っていく中では、例えば、生活支援体制の整備などにつきましては、市町村で組織される整

備体制を広域の中でも委員会として組織をする中で、お互いに提供できるサービスの平準化で

ありますとか、そういった部分について検討を現在進めているところであります。また、介護

予防サービスの方から移行してまいります訪問サービスや通所型のサービスにつきましては、

統一的な内容で広域連合が行うこととしていますので、その部分についての差は生じないこと

となっています。 

○議長（勝野富男君） 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ご質疑なしと認めます。よって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２４号｢平成２８年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について｣を取り扱います。 

ご質疑はございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２５号｢平成２８年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳入歳出

決算の認定について｣を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

以上の６議案の審査は、配付してあります付託表のとおり各常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第２６号「平成２９年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第２号）」を議題

として提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただ今議題となりました議案第２６号平成２９年度北アルプス

広域連合一般会計補正予算(第２号)について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、決算に伴う繰越金の確定及び市町村負担金の精算、体調不良により長

期休職している職員の回復に時間を要するなどのため、体制整備のため事務局と消防本

部への臨時職員の配置に係る賃金等、一般廃棄物処理施設運転管理業務委託料、計量機

付きパッカー車購入費などが主なものでございます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５，７１５万８千円を追加し、

総額を５３億１，９２４万９千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１市町村負担金４，２４６万８千円の増は、歳出の補正に伴い広域経
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常費及びごみ処理広域化推進費をそれぞれ増額するものでございます。 

款７、項１、目１繰越金１，４６９万円の増は、決算に伴う前年度繰越金の確定によ

るものでございます。 

次に１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款２、項１、目１一般管理費２７２万３千円の増は、葬祭場の指定管理が本年度最終

年度となることから、来年度からの指定管理者選定のため、公の施設指定管理者選定委

員会の委員報酬５名分の増、臨時職員１名分の賃金などでございます。節２３の償還金

利子及び割引料は、決算額の確定により２８年度市町村負担金を２９年度で精算するも

のでございます。 

款２、項１、目３情報化推進費５１万２千円の増、款３、項１、目１福祉施設等建設

事業費２２万３千円の増、及び款４、項１、目１葬祭場費８０万９千円の増につきまし

ても、市町村負担金の過年度償還金でございます。 

  款４、項１、目２ごみ処理広域化推進費５，１７０万１千円の増は、来年２月から北

アルプスエコパークの試運転開始に伴う運転管理体制が決まりましたことから、節１３

委託料では、一般廃棄物処理施設運転管理業務として９７０万円を計上しております。 

節１８備品購入費では、白馬リサイクルセンターの建設工事を延期することとなりまし

たが、ごみ処理広域化が始まる来年８月以降、２村の住民の皆様にご不便をお掛けしな

いよう、既存の白馬山麓清掃センターにおいて可燃ごみや資源物などの受け入れを行う

方向で検討を進めております。可燃ごみを北アルプスエコパークまで運搬する必要があ

りますことから、計量器付きパッカー車２台の購入費として３，１００万円を計上して

おります。節２３償還金利子及び割引料では、過年度分の市町村負担金償還金であり、

決算額の確定により、平成２８年度市町村負担金の精算を行う償還金でございます。 

款５、項１、目１常備消防費１６２万円の増は、臨時職員１名分の賃金などでござい

ます。 

款６、項１、目１土木事業費１９５万４千円の増は、臨時職員１名分の賃金でござい

ます。 

款８、項１、目１予備費２３８万４千円の減は、歳入歳出の調整を行うものでござい

ます。 

１２ページは給与費明細書、１３ページは２８年度決算額の確定による市町村への過

年度償還金の明細でございます。また、１４ページは、今回の補正予算に伴う市町村負

担金の集計表となっております。 

以上、ご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２６号は、総務常任委員会に付託いたします。 

続いて、議案第２７号｢平成２９年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正
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予算（第１号）｣を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

  事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第２７号平成２９年度北アルプ

ス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由の説

明を申し上げます。 

今回の補正は、２８年度決算の確定に伴う繰越金と歳入歳出調整でございます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ９千円を追加し、総額を 

１，７０３万４千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款３、項１、目１繰越金９千円の増は、２８年度決算の確定に伴う繰越金でございま

す。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款２、項１、目１予備費９千円の増は、歳入歳出調整でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２７号は、総務常任委員会に付託いたします。 

続いて、議案第２８号｢平成２９年度北アルプス広域連合介護老人保険施設事業特別会計補正

予算（第１号）｣を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

  事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました、議案第２８号平成２９年度北アル

プス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由の

説明を申し上げます。 

今回の補正は、決算による繰越金の確定と滞納繰越分施設利用料の納入によるもので

ございます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額から、それぞれ１６万円を減額し歳入歳

出の総額を２億７，２１０万７千円とするものでございます。 

８ページ、９ページをご覧ください。  

款１、項１、目１施設利用料収入、滞納繰越分９万５千円は６月に入金がされたこと

により増額を行うものでございます。 

款２、項１、目１繰越金７５７万９千円は、前年度繰越金の確定により２５万５千円

を減額するものでございます。 

次に１０、１１ページをご覧下さい。 

款２、項１、目１予備費ですが、歳入歳出調整として１６万円を減額しております。 
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以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２８号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

続いて、議案第２９号｢平成２９年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算 

（第１号）｣を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

  事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただ今議題となりました議案第２９号平成２９年度北アルプス広域

連合介護保険事業特別会計補正予算(第１号)について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、決算による繰越金の確定及び過年度の国庫、県費、支払基金、市町村負担金

の精算が主なものでございます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４，８４０万１千円を追加し、総額

を６９億９，３６４万５千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款８、項２、目１介護保険給付準備基金繰入金は、国庫負担分と支払基金交付金が２８年度

過大交付され、それにより過小となった保険料を基金積立し、翌年度精算でそれぞれに償還す

るため、３，７６９万８千円を繰入れるものでございます。 

款９、項１、目１繰越金１，０７０万３千円の増は、決算による前年度繰越金の確定による

ものであります。 

続きまして、１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款３、項１、目１給付準備基金積立金４４１万の増は、過年度分保険料を積み立てるもの。

款５、項１、目２償還金４，３９９万１千円の増は、保険給付に係る前年度の保険給付に対す

る国庫負担金、県負担金、支払基金交付金の過大交付に伴う償還金と、決算に伴う市町村負担

金償還金でございます。 

１２ページは、市町村負担金過年度償還金の一覧表となっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２９号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

続いて、議案第３０号｢平成２９年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正

予算（第１号）｣を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第３０号平成２９年度北アルプス広
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域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由の説明を申し上

げます。 

今回の補正は、歳入では２８年度決算の確定に伴う繰越金の増、歳出では市町村負担金過年

度償還金、フレンド・プラザのトイレ改修工事の負担金の増が主なものでございます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２００万３千円を追加し、総額を１，８

４９万６千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款３、項１、目１繰越金２００万３千円の増は、２８年度決算の確定に伴う繰越金でございま

す。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１、診療管理費２０８万３千円の増のうち、節１９負担金８万円の増は、フ

レンド・プラザのトイレの便座が暖房化されておらず、利用者に不便をおかけしていることか

ら、大町市が行う改修工事について、利用実態に応じて８割を負担するものです。節２３償還

金利子及び割引料２００万３千円の増は、２８年度決算の確定に伴う市町村負担金の過年度償

還金でございます。 

款２、項１、目１予備費８万円の減は、先ほどの負担金に充てるものでございます。 

１２ページは市町村負担金の過年度償還金の一覧表となっております。 

  以上、ご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３０号は、総務常任委員会に付託いたします。 

続いて、議案第３１号「平成２９年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正

予算（第１号）｣を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第３１号平成２９年度北アルプス広

域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

今回の補正は、決算の確定に伴う鹿島荘・ひだまりの家事業分の繰越金の増額、市町村負担

金過年度償還金の計上、ひだまりの家基金への積立金の増額でございます。 

第１条でございますが、歳入歳出の総額にそれぞれ４８６万４千円を追加し、総額を 

２億１，８３３万４千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款４、項１、目１鹿島荘繰越金４８３万３千円、目２ひだまりの家繰越金３万１千円は、平成

２８年度決算に伴う増額です。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１管理費４８３万３千円の増は、市町村負担金の過年度償還金です。 
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項２、目１ひだまりの家管理費３万１千円の増は、基金への積立を増額するものです。これ

により、基金積立額は、２，２５４万６千円となる見込みです。 

１２ページは、市町村負担金過年度償還金の一覧表でございます。 

以上ご説明を申し上げましたが、ご審議のうえご可決賜りますようようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第３１号は、福祉常任委員会に付託します。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。大変ご苦労様でした。 

散会 午後１時３９分 
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北アルプス広域連合 平成２８年８月定例会会議録（２日目） 

 

平成２９年 ８月２４日 

開会 午前１０時００分 

 

○議長（勝野富男君） おはようございます。 

ただいまから、北アルプス広域連合議会平成２９年８月定例会の本日の会議を開きます。 

本日の出席議員は、１８名全員であります。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

続いて、理事者等の欠席・遅参等については、事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 報告いたします。正副連合長は全員出席をしております。 

以上でございます。 

○議長（勝野富男君） これより、本日の会議を開きます。 

 

  日程第１「常任委員会委員長審査報告・質疑・討論・採決」 

○議長（勝野富男君） 日程第１「常任委員会委員長審査報告・質疑・討論・採決」を行います。 

まず、議案第２０号について、各委員長の報告を求めます。 

はじめに、総務委員長の報告を求めます。 

総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 

○総務委員長（北澤禎二郎君） 総務常任委員会に付託されました、議案第２０号平成２８年度

北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、当委員会に付託されました

部分について審査の概要を報告いたします。 

  審査中、委員からは、国の定住自立圏構想から外れている当地域が連携自立圏事業を実施す

るに当たり国と同程度の財政処置はあるのかとの質疑がありました。行政側から県独自の補助

として中心市の大町市に１，５００万円周辺の町村に各５００万円、合計で３，５００万円の

補助金があり、補助率は２分の１であるので７，０００万円までの事業費が組める。定住自立

圏構想の要件に該当しない地域への財政処置は引き続き国に要望しているとの答弁がありまし

た。 

また、ごみ処理広域化推進費の支出に関連して環境計画策定業務が実施されているが、業務

の内容はどのようなものかとの質疑がありました。行政側からは地元自治会との協定に基づき

施設の稼働による環境への影響を測定するため生活環境影響調査や施設稼働の前後で環境影響

を比較するに必要な測定項目、測定方法、測定場所などについて計画を策定したものでるとの

答弁がありました。委員からは逆転層の影響についてもカバーできる測定計画となっているの

かとの質疑がありました。行政側からは、生活環境影響調査において逆転層も考慮した予測で

最大濃度着地地点を求めており、逆転層の影響も考慮した計画策定と考えているとの答弁があ
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りました。 

また、委員から真の地方創生として、この地域の連携自立圏をより良くするために今後の連

携事業を推進して欲しいとの意見がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、賛成多数で原案を認定すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。  

○議長（勝野富男君） 次に、福祉委員長の報告を求めます。 

福祉委員長。 

〔福祉委員長（横澤かつ子君）登壇〕 

○福祉委員長（横澤かつ子君） 福祉常任委員会委員長報告。当委員会に付託されました、議案

第２０号平成２８年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてのうち、福祉

常任委員会に付託された部分について審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員から、認知症高齢者グループホーム整備費補助金を支出したほっとハウス信濃

ときわの家の場所はどこか、との質問がありました。行政側からは、ＪＲ信濃常盤駅南側付近

との説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 各委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

議案第２０号について、はじめに総務委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

  次に、福祉委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

  討論はありませんか。 

大和幸久議員。反対ですか。 

〔４番（大和幸久君）登壇〕 

○４番（大和幸久君） 議案第２０号北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定について、

反対の立場から討論いたします。 

私は、この議案のうち、特にごみ処理広域化推進費における源汲地区でのごみ処理場建設に

当初から反対してきていることから、建設工事が続いている現在の時点においては、この事業

の継続に反対をするものであります。 

なお、他の本決算内容については、概ね賛同できることを予め表明しておきたいと思います。

さて、２８年度事業では、環境測定計画策定業務が実施されました。源汲地区建設に先立ち環

境影響評価を実施し、その中で環境保全計画のもと、環境影響調査による建設以前とごみ焼却

場運用後の環境比較を行い、運用後における環境影響に問題がないことをモニターする事業で

あると説明されました。私が従前から問題だとしている点は、この環境影響調査においてこの

地域の逆転層が地上１００メートルに形成されることが明らかになる一方で、ごみ焼却場の排
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ガス煙突の高さは６０メートルであり、逆転層が発生したとき、煙突から排出される焼却ガス

はこの逆転層によって大気中に拡散せず逆転層の下に蓄積されて太陽光によってこの逆転層が

崩壊した折、この蓄積された廃棄ガスも一緒に地上に降り注ぐ現象が起こることを専門家が論

文で明らかにしております。環境影響調査の報告会の折にこの点について問い合わせしたとこ

ろコンサル会社は、煙突に排ガス排出加速装置を付けるなどの対策をとれば１００メートルの

逆転層は突き抜けることができるのでその影響はないと説明しました。今回の設計には１００

メートルの逆転層を突き抜ける対策がどのようにとられているのか説明されたことはありませ

ん。この地区に暮らしていた古老は、源汲の隣の集落の畜産施設のにおいが鹿島川をくだり、

温泉郷や鹿島大橋の地点まで流れていくと語っていました。下降してきた排気ガスが同じよう

なルートを通って流れる可能性も否定はできません。この環境測定計画策定業務にはこうした

懸念に対する事項が含まれているのでしょうか。今後の焼却場運用においては、この様な課題

に対する対応方策を十分に検討し説明責任を果たすことが求められております。特に重要なこ

とは、この焼却場に隣接して大町市の主要な水道水源の一つである矢沢水源があり、この水源

の環境に影響がないのかどうか最大の注意を払って監視していかなければならないことであり

ます。本来水源の近くにごみ焼却場は建設しないという大原則が今回の建設では配慮されてい

ないという根源的問題を持っているわけです。安全性をモニターする対策が特別に重要である

ことを重ねて指摘して反対討論といたします。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。佐藤浩樹議員。反対ですか賛成ですか。賛成。 

〔３番（佐藤浩樹君）登壇〕 

○３番（佐藤浩樹君） 議案第２０号について、賛成の立場から討論いたします。 

  平成２８年度の一般会計の決算につきましては、広域連合の事務事業についていずれも真摯

に取り組んだ内容となっております。 

  大北福祉会館の耐震・大規模補修工事につきましては、昭和４９年に建設され、老朽化した

施設であり、また、事務執行をしながらの施工ということで利用団体との調整や施工監理が大

変だったと思いますが、１億４千万円余を掛け利便性の高い施設に再生することができました。 

  葬祭場の指定管理者による運営につきましては、指定管理料を平成２５年度から４年間で４

分の３程度まで減ずることができ、また、利用者サービスの向上も図られているとのことであ

ります。 

  一般廃棄物処理施設につきましては、用地確保を進め、１１月から建設工事に着手されてお

ります。 

  消防関係では、本部庁舎の外壁改修工事により庁舎の長寿命化を図ることができました。 

  土木振興事業では、４３か所、１３億２千万円余の公共工事について実施設計と工事監督を

行い、市町村の技術支援を果たしております。 

  これらは、いずれも広域連合の事務事業を進めるうえで必要な予算を適正に執行したことに

よる成果であり、決算については認定すべきものと考えます。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。二条孝夫議員。賛成、はい。 

〔６番（二条孝夫君）登壇〕 

○６番（二条孝夫君） 私から、議案第２０号、平成２８年度北アルプス広域連合一般会計決算
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認定について委員長報告に賛成の立場から討論をします。 

  皆さんご存知のとおり、私たちの大北地方は南北に長く、気象条件も大きく異なり、平地か

ら山間部までの多様な地形を有しております。また、少子高齢化も著しく進み、人口が減少し

ていくところです。しかし、その中で、５市町村がその地域の特異性を出しながら、地域に誇

りを持ち地域を守りながら日々の生活をしています。そして、当地域を網羅する北アルプス広

域連合は、各市町村の枠を超え、特に連携という意味では、全国では先駆的な取り組み、北ア

ルプス連携自立圏を創設し、各市町村の持つ課題解決や市町村間の相互協力などを先導する大

きな役割を担っています。そして、そんな中、平成２８年度の広域連合一般会計の決算では、

歳入合計１６億９４００万円余、歳出は１６億６５００万円余で、２９００万円余の黒字決算

となっております。その中で主なものは、住民生活には欠かせないごみ処理広域化推進事業費

１億９４００万円があります。これは、今工事中ではありますけれども、小谷、白馬、大町地

区の本当に望んでいるごみ焼却施設であります。先ほど環境問題について反対討論がありまし

てけれども、環境施設は、その精度から言って、最高水準のものをそのところに設けるという

ことになっております。それは、環境基準の１０分の１、１００分の１の精度というふうに伺

っております。私たちはこの施設をしっかりと完成をさせ、私たちの住民生活の安心安全のた

めにもしっかりとやっていかなければならないなあと、そんなふうに思っています。 

  そしてまた、広域消防費には８億５９００万円余、また情報化推進費には７６００万円余、

全体の観光振興費には５３０万円余が執行されております。 

  また今回、広域連合の拠点施設であります大北福祉会館耐震・大規模改修につきましては、

係る経費を工夫し、少しでも支出を抑えるべく予算が執行されております。 

  このように、このことから、決算は当地域にとって必要な個所に必要な金額が適正に執行さ

れたと確信をしております。 

  よって、平成２８年度北アルプス一般会計決算は、委員長報告どおり認定する立場から賛成

討論といたします。ご賛同のほどよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。この辺で討論を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって討論を終結いたします。 

それでは、これより採決を行います。 

議案第２０号を各委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（勝野富男君） はい。起立多数であります。 

よって、議案第２０号「平成２８年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」は、各委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２１号及び議案第２４号について総務委員長の報告を求めます。 

総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 
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○総務委員長（北澤禎二郎君） 当委員会に付託されました議案につきまして審査の概要を順次

報告いたします。 

はじめに議案第２１号平成２８年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳入

歳出決算の認定について報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。  

  次に、議案第２４号平成２８年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計歳入歳

出決算の認定について報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） これより質疑に入ります。 

議案第２１号について、総務委員長に対してご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２４号について、総務委員長に対しご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

  議案第２１号及び議案第２４号について、討論はありませんか。   

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第２１号について、総務委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の方の起立を

求めます。 

（起立全員） 

 起立全員であります。 

  よって、議案第２１号「平成２８年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」は、総務委員長報告のとおり認定されました。 

  次に、議案第２４号について、総務委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（起立全員） 

 はい。起立全員であります。 

  よって、議案第２４号「平成２８年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」は、総務委員長報告のとおり認定をされました。 

次に、議案第２２号、議案第２３号及び議案第２５号について、福祉委員長の報告を求めま

す。 

福祉委員長。 

〔福祉委員長（横澤かつ子君）登壇〕 

○福祉委員長（横澤かつ子君） 福祉常任委員会に付託されました、議案第２２号平成２８年度

北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、審査の概要
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を報告いたします。審査中、委員から、賄材料費と給食委託料の関係はどうなっているのか、

との質問があり、行政側から、賄材料費は給食材料の購入に関する費用で、給食委託料は調理

するための人件費で、その合計が給食関係の費用となるとの説明がありました。 

また、備品購入費マッサージ機等の効果や利用者の評価はどうか、との質問があり、行政側

から、手足の浮腫などに効果があり、利用者からは好評であるとの説明がありました。 

また、虹の家管理者側の大町病院と、設置者・予算管理側の広域連合、介護現場の虹の家の

三者が、業務改善委員会等で責任分担を明確にし、しっかりとした方針、対策を早急にするよ

う望む。経費削減等の影響で、サービスの質の低下を招かないよう、利用者への十分な配慮を

望むとの意見がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、賛成多数で原案を認定すべきものと決しました。  

続きまして、「議案第２３号平成２８年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」審査の概要を報告いたします。                         

審査中、委員から、要支援認定者数が前年度と比較して減少している理由は何か、との質問

があり、行政側からは、さまざまな要因が考えられるが、市町村に委託して実施している介護

予防事業の効果が現れてきたものと考えられる、との説明がありました。 

また、別の委員からは、介護保険料の収入未済額が６,２５５万円余となっているが、どの様

に対応するのかとの質問があり、行政側からは、滞納整理を行っている市町村と連携して徴収

を行っているが、特別な事情で徴収できないものについては、市町村に調査を依頼し、必要な

場合は不能欠損処分を行っている、との説明がありました。 

当委員会で慎重審査の結果、 全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第２５号平成２８年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳

入歳出決算の認定について報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） これより質疑に入ります。 

はじめに、議案第２２号について、福祉委員長に対してご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２３号について、福祉委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２５号について、福祉委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

  次に、議案第２２号、議案第２３号及び議案第２５号について、討論はありませんか。 

  松島吉子議員。議案第何号でしょう。（議案第２２号です。）反対ですか、賛成ですか。（反対。）

はい。 

〔５番（松島吉子君）登壇〕 
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○５番（松島吉子君） 議案第２２号平成２８年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に対して反対の立場で討論を行います。 

反対の理由として、昨年度から今年度にかけて多くの離職者が出ていることです。年度末で

の退職者を含め、経験豊かな介護者や看護師が辞めなければならないのはなぜでしょうか。昨

日の質疑、委員会の議論の中で、意思疎通がなかったというのが大きな理由でした。果たして

そうでしょうか。虹の家の退職者が多いことは、広域連合長及び広域連合幹部のところには届

いていなかったのでしょうか。このような結果を招いた原因を真摯に究明し、利用者にとって

も、働く人にとっても、一日でも早く良い施設に改善されることを真に願うものであります。

委員会の審議の中で、虹の家の人事については看護師長であると課長から答弁がありました。

今まで、虹の家が、利用者さんのために積み上げた経験が、十分な議論や説明がされず、人事

や労働時間などの変更が進められたことが大きな要因と私は思います。介護保険の改定により

介護報酬が減額される中で、介護事業所の経営は一段と厳しくなっています。経費削減で湯量

を少なくし、入浴を楽しみにしている利用者さんに困難な姿勢をしてもらうことは新たな事故

にもつながりかねません。サービスの向上は現場に働く人たちの温かい言葉や行き届いた身体

のケアであります。介護を必要としている人たちに何より必要なのは、人間らしく愛情に満ち

た豊かな接し方です。働く集団が委縮しては、利用者さんを笑顔で接することはできません。

利用者はそのことを敏感に感じ取っているのではないでしょうか。今後、任命者である広域連

合長として、現場に入り実情をしっかりとらえ、虹の家の利用者さんが笑顔でサービスが受け

られるよう切に要望いたしまして、反対討論といたします。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。大和幸久議員。（２２号。）２２号、はい。 

〔４番（大和幸久君）登壇〕 

○４番（大和幸久君） 私は、議案第２２号北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

歳入歳出決算の認定について反対の立場から討論いたします。 

虹の家の２８年度事業実施における問題点については、議案質疑で多くの指摘をさせていた

だきました。連合長の見解や説明で、概ねこの問題の主要な点については共通の認識があるこ

とを確認できました。ただ、なぜもっと早く対策が取れなかったのか、これまで自主的に虹の

家の運営を担ってきた経験豊かな職員の流出は、今後の虹の運営にとっても大きな痛手であり

ます。さまざまな仕打ちを受けた職員への謝罪、名誉回復など、真摯な対応をまず実施して、

職員間の信頼や、仕事への取組みの意欲回復などに早急につなげていく必要があると思います。

何よりも職員の声に真摯に耳を傾けて、その声を汲み上げることが求められており、早急に実

施されることを重ねて求めておきたいと思います。 

今後の取組みで課題と思われる点について、２点述べてみたいと思います。 

一点目は、虹の家運営検討委員会の検討文書や資料の在り方の問題点であります。既に５回

にわたる運営検討会の審議の結果、７月１２日には広域連合長に調査報告書として提出をされ

ていますので、今後これについては事務改善委員会で調査報告書の記載内容についてその信憑

性についても十分吟味されることを望んでおきたいと思います。それは、昨日も指摘したよう

に、人件費比率を短期で６６パーセント以下にする、中期で６３パーセント以下にするなどと

ありますが、その根拠が何も説明されておりません。また、第３回検討委員会では、検討事項
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として、ハラスメントが恒常化している、特定少数の職員が誤薬、誤って異なる薬を飲ませて

しまうことや、粗雑な扱いでヒヤリハットクレームが絶えないなどの記述があります。本当に

このような事実があったのか、その根拠が一切示されておりません。ところが検討委員会では、

このような資料をベースに審議がなされてきているものであり、事実に基づいた事例によって

審議がなされてきたのかについても疑問符がついてしまうものであります。業務改善委員会で

は、この点についても十分、慎重に解明したうえで、審議を行うことを求めておきたいと思い

ます。 

２点目につきましては、７月５日に開かれた臨時職員会議では、デイケアで職員を増やさず

に利用者の定員を２０人から２４人に増やす。そのために１時間職員の勤務時間を増やす。こ

れで一カ月８０万円の増収が見込める。リハビリマネージメント加算２を算定できれば、さら

に増収が見込める、などと説明をしております。このような計画が、上司の決裁などを得ずに、

労働時間の延長契約などの手続きも適正に実施されないまま、実行に移されようとしています。

これは決して許されないことであることを重ねて指摘しておきたいと思います。まず、このよ

うな、日常的に越権行為による職員に対する適切な処分と事実の解明など、今後の対応策を検

討したうえで、職員や議会に対して速やかに説明をしていただきたいと思います。ちなみに、

平成２７年２月の、平成２６年度虹の家特別会計補正予算では、通所リハビリ収入６０９万円

の減額補正が行われました。これは、当初予算でこの収入を過大に見込んだため、捕らぬ狸の

皮算用に終わってしまったという苦い経験もあるわけです。こういった教訓に学びながら、業

務改善委員会ではこういった経営計画についても、慎重な審議を重ねて求めておきたいと思い

ます。 

  そもそも虹の家の収入の主なものは介護報酬であり、３年ごとに改定される介護保険の中で、

３年度ごとに、それに伴って減額がされております。当然、虹の家の経営のひっ迫は火を見る

よりも明らかであります。これを、長期に働く職員の削減によって黒字化しようとする方策自

体が、虹の家の運営の最も大切にしなければならない職員の経験、利用者と職員の信頼感など、

虹の家の運営の財産ともいえるマンパワーを切り捨てることになるもので、あってはならない

ことであります。運営計画は、人件費の推移も当然組み込まれて計画が立てられてあるもので、

運用の一時期に赤字が生じる場合には、一般会計からの繰り入れなどによって、人件費の平準

化まで対応するなどの対策は、広域連合理事者の裁量によって方針が決定されるものでありま

す。虹の家の今日の危機的事態の解決には、問題点に対する厳正かつ機敏な対応が求められて

おり、一日も早く、利用者や、そこで働く職員の願いに応えられる虹の家になるよう、関係各

位の奮闘を求めて反対討論といたします。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。この辺で討論を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

はじめに、議案第２２号について、福祉委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の
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方の起立を求めます。 

（起立多数） 

 起立多数であります。 

よって、議案第２２号「平成２８年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」は、福祉委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２３号について、福祉委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（勝野富男君） 起立全員であります。 

よって、議案第２３号「平成２８年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」は、福祉委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２５号について、福祉委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（勝野富男君） 起立全員であります。 

よって、議案第２５号「平成２８年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」は、福祉委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２６号、議案第２７号及び議案第３０号について、総務委員長の報告を求めま

す。 

総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 

○総務委員長（北澤禎二郎君） はじめに「議案第２６号平成２９年度北アルプス広域連合一般

会計補正予算（第２号）について」、審査の概要について報告いたします。 

  審査中委員から、一般管理費のうち、指定管理者選定審査会の予算に関連し、業者選定の競

争原理は確保されているのかと質疑がありました。行政側から、公募によることとしていると

の答弁がありました。 

  また、委員から、一般廃棄物処理施設用地の賃貸借について、国際芸術祭のアート作品展示

に関連して、作品の公開期間中のみ有償とした理由は何かと質疑がありました。行政側から、

国際芸術祭終了後は、土地の使用に制約を受けないことから、制約のかかる期間のみ有償とし

たとの答弁がありました。 

  また、別の委員から、計量器付きパッカー車購入に関連して、購入に至った経過と使用方法

について質疑がありました。行政側から、白馬リサイクルセンターの基本設計において、施設

の運用、経済比較を行い、白馬・小谷の両村の一日当たりの可燃ごみ直接搬入の実績量から６

トン車が経済的と判断している。３市村には６トン車を保有する業者がいないことから、広域

連合がパッカー車を購入し、業者に貸出し、白馬山麓清掃センターにおいて可燃ごみの収集を

行う計画であるとの答弁がありました。 

  当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に「議案第２７号平成２９年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正予
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算（第１号）について」報告いたします。 

 当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、「議案第３０号平成２９年度 北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正

予算（第１号）について」審査の概要について報告いたします。 

審査中、委員からフレンドプラザトイレの便座改修費用の８割相当を負担するとの説明があ

りましたが、その積算根拠と修繕箇所数について質疑がありました。 

行政側からは、多目的トイレ１箇所であり、フレンドプラザの利用実態から、急病センター

がほぼ毎日占有し利用している状況にあり、急病センター利用者以外のトイレ使用が少ないこ

とから、大町市と協議のうえ決定したものであると答弁がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） これより質疑に入ります。 

議案第２６号について、総務委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２７号について、総務委員長に対して、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第３０号について、総務委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２６号、議案第２７号及び議案第３０号について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

はじめに、議案第２６号を、総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

 はい。挙手全員であります。 

よって、議案第２６号「平成２９年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第２号）」は、

総務委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２７号を、総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

 はい。挙手全員であります。 

よって、議案第２７号「平成２９年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補

正予算（第１号）」は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３０号を、総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を
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求めます。 

（挙手全員） 

 はい。挙手全員であります。 

よって、議案第３０号「平成２９年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補

正予算（第１号）」は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２８号、議案第２９号及び議案第３１号について、福祉委員長の報告を求めま

す。 

福祉委員長。 

〔福祉委員長（横澤かつ子君）登壇〕 

○福祉委員長（横澤かつ子君） 福祉常任委員より、当委員会に付託されました、議案第２８号

平成２９年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算第１号につきまして

報告いたします。 

当委員会で慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２９号平成２９年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算第１号

について報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第３１号平成２９年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算

第１号について報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） これより質疑に入ります。 

はじめに、議案第２８号について、福祉委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２９号について、福祉委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第３１号について、福祉委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

次に、議案第２８号、議案第２９号及び議案第３１号について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

はじめに、議案第２８号を、福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

 はい。挙手全員であります。 
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よって、議案第２８号「平成２９年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補

正予算（第１号）」は、福祉委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２９号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

 はい。挙手全員であります。 

よって、議案第２９号「平成２９年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）」は、福祉委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３１号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

 はい。挙手全員であります。 

よって、議案第３１号「平成２９年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正

予算（第１号）」は、福祉委員長報告のとおり可決されました。 

以上で、本８月定例会に付議されました案件は、すべて終了いたしました。 

ここで、広域連合長のあいさつを受けることといたします。 

広域連合長。 

〔広域連合長（牛越徹君）登壇〕 

○広域連合長（牛越徹君） ８月定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本定例会にご提案申し上げました平成２８年度決算の認定並びに平成２９年度補正予算案の

１２議案につきまして、昨日、本日と２日間にわたり、本会議及び常任委員会におきまして、

慎重にご審議いただき、ご承認、ご議決賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。 

ご審議いただきました内容や、ご意見、ご提言につきましては、今後の広域行政の運営に十

分活かしてまいる所存でございます。 

広域連合の当面の課題であります、ごみ処理広域化の推進では、北アルプスエコパークの建

設工事が中盤に差し掛かってまいりました。今後、いっそう工事の進捗を図りますとともに、

ごみ袋の統一に向け条例案の検討を進めてまいります。 

不順な天候が続いておりますが、間もなく市町村議会９月定例会が開会されます。議員各位

におかれましても、くれぐれもご健康にご留意いただき、益々ご活躍いただきますようお祈り

申し上げ、閉会にあたりましてのごあいさつといたします。 

誠にありがとうございました。 

○議長（勝野富男君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

議員各位におかれましては、暑い中、また公務多忙のところご出席をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

これにて、平成２９年北アルプス広域連合議会８月定例会を閉会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時５６分 
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